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2016年度 2015年度 引き上げ額

北海道 786 764 22 2016年10月1日
青　 森 716 695 21 2016年10月20日
岩　 手 716 695 21 2016年10月5日
宮　 城 748 726 22 2016年10月5日
秋　 田 716 695 21 2016年10月6日
山　 形 717 696 21 2016年10月7日
福　 島 726 705 21 2016年10月1日
茨　 城 771 747 24 2016年10月1日
栃　 木 775 751 24 2016年10月1日
群　 馬 759 737 22 2016年10月6日
埼　 玉 845 820 25 2016年10月1日
千　 葉 842 817 25 2016年10月1日
東　 京 932 907 25 2016年10月1日
神奈川 930 905 25 2016年10月1日
新　 潟 753 731 22 2016年10月1日
富　 山 770 746 24 2016年10月1日
石　 川 757 735 22 2016年10月1日
福　 井 754 732 22 2016年10月1日
山　 梨 759 737 22 2016年10月1日
長　 野 770 746 24 2016年10月1日
岐　 阜 776 754 22 2016年10月1日
静　 岡 807 783 24 2016年10月5日
愛 　知 845 820 25 2016年10月1日
三　 重 795 771 24 2016年10月1日
滋 　賀 788 764 24 2016年10月6日
京 　都 831 807 24 2016年10月2日
大　 阪 883 858 25 2016年10月1日
兵　 庫 819 794 25 2016年10月1日
奈　 良 762 740 22 2016年10月6日
和歌山 753 731 22 2016年10月1日
鳥　 取 715 693 22 2016年10月12日
島　 根 718 696 22 2016年10月1日
岡　 山 757 735 22 2016年10月1日
広　 島 793 769 24 2016年10月1日
山　 口 753 731 22 2016年10月1日
徳　 島 716 695 21 2016年10月1日
香　 川 742 719 23 2016年10月1日
愛　 媛 717 696 21 2016年10月1日
高　 知 715 693 22 2016年10月16日
福　 岡 765 743 22 2016年10月1日
佐　 賀 715 694 21 2016年10月2日
長　 崎 715 694 21 2016年10月6日
熊　 本 715 694 21 2016年10月1日
大　 分 715 694 21 2016年10月1日
宮 　崎 714 693 21 2016年10月1日
鹿児島 715 694 21 2016年10月1日
沖　 縄 714 693 21 2016年10月1日

全国加重平均額 823 798 25 －

最低賃金時間額【円】

２０１６年度地域別最低賃金一覧

都道府県名 発効年月日
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○
住
民
の
主
体
的

な
支

え
合

い
を
育

み
、
暮

ら
し
に
安

心
感

と
生

き
が

い
を
生

み
出

す
○
地
域
の
資
源
を
活

か
し
、
暮

ら
し
と
地

域
社

会
に
豊

か
さ
を
生
み

出
す

○
個
人
や
世
帯
の
抱
え
る
複

合
的

課
題

な
ど
へ

の
包

括
的
な
支
援

○
人
口
減
少
に
対
応
す
る
、
分

野
を
ま
た
が

る
総

合
的

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
支
援

◆
制

度
・
分

野
ご
と
の

『
縦

割
り
』
や

「
支

え
手

」
「
受

け
手

」
と
い
う
関

係
を
超

え
て
、
地

域
住

民
や

地
域

の
多

様
な
主

体
が

『
我

が
事

』
と
し
て
参

画
し
、

人
と
人

、
人

と
資

源
が

世
代

や
分

野
を
超

え
て
『
丸

ご
と
』
つ
な
が

る
こ
と
で
、
住

民
一

人
ひ
と
り
の

暮
ら
し
と
生

き
が

い
、
地

域
を
と
も
に
創

っ
て
い
く
社

会

「
地

域
共

生
社

会
」

の
実

現
に
向

け
て
（

当
面

の
改

革
工

程
）

【
概

要
】

「
地

域
共

生
社

会
」

と
は

平
成

29
（2

01
7）
年
：介

護
保
険
法
・社

会
福
祉
法
等
の
改
正


市
町
村
に
よ
る
包
括

的
支

援
体

制
の

制
度

化


共
生
型
サ
ー
ビ
ス
の

創
設

な
ど

平
成

3
0
（

2
0

1
8
）
年
：


介
護
・
障
害
報
酬
改
定
：
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
の

評
価

な
ど


生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
の
強
化

2
0

2
0
年

代
初

頭
：

全
面

展
開

【
検

討
課

題
】

①
地
域
課
題
の
解
決

力
強

化
の

た
め
の

体
制

の
全
国
的
な
整
備

の
た
め
の
支
援
方
策
（
制
度
の
あ
り
方

を
含

む
）

②
保
健
福
祉
行
政
横

断
的

な
包

括
的

支
援

の
あ
り
方

③
共
通
基
礎
課
程
の
創
設

等

平
成

3
1
（

2
0

1
9
）
年

以
降

：
更

な
る
制

度
見

直
し

平
成

2
9
年

2
月

7
日

厚
生

労
働

省
「
我

が
事

・
丸

ご
と
」
地

域
共

生
社

会
実

現
本

部
決

定

実
現

に
向

け
た
工

程

改
革

の
骨

格

専
門

人
材

の
機

能
強

化
・
最

大
活

用

地
域

を
基

盤
と
す
る
包

括
的

支
援

の
強

化


地
域
包

括
ケ
ア
の

理
念

の
普

遍
化

：
高

齢
者

だ
け
で
な
く
、

生
活

上
の

困
難

を
抱

え
る
方

へ
の

包
括

的
支

援
体

制
の

構
築


共
生
型

サ
ー
ビ
ス
の

創
設

【
2

9
年

制
度

改
正

・
3

0
年

報
酬

改
定

】


市
町
村
の

地
域

保
健

の
推

進
機

能
の

強
化

、
保

健
福

祉
横

断
的

な
包

括
的

支
援

の
あ
り
方

の
検

討


住
民
相
互
の
支
え
合

い
機

能
を
強

化
、
公

的
支
援
と
協
働
し
て
、
地
域

課
題
の
解
決
を
試

み
る
体

制
を
整

備
【

2
9
年

制
度

改
正
】


複
合
課
題
に
対
応
す
る
包

括
的

相
談

支
援

体
制
の
構
築
【

2
9
年

制
度
改
正
】


地
域
福
祉
計
画
の
充

実
【

2
9
年

制
度

改
正

】

地
域

課
題

の
解

決
力

の
強

化

地
域

丸
ご
と
の

つ
な
が

り
の

強
化


対
人
支
援

を
行

う
専

門
資

格
に
共

通
の

基
礎

課
程

創
設

の
検

討


福
祉
系
国

家
資

格
を
持

つ
場

合
の

保
育

士
養

成
課

程
・
試

験
科

目
の

一
部
免

除
の

検
討

「
地
域

共
生

社
会

」
の

実
現

改
革

の
背

景
と
方

向
性

公
的

支
援
の

『
縦

割
り
』
か
ら
『
丸
ご
と
』
へ
の

転
換

『
我

が
事
』
・
『
丸
ご
と
』
の
地
域
づ
く
り
を
育
む
仕
組
み
へ
の
転
換


多
様
な
担
い
手
の
育

成
・
参

画
、

民
間
資
金
活
用
の
推

進
、
多

様
な
就

労
・
社

会
参
加
の
場
の
整
備


社
会
保
障
の
枠
を
超

え
、
地

域
資

源
（
耕

作
放
棄
地
、
環
境
保
全
な
ど
）
と

丸
ご
と
つ
な
が
る
こ
と
で
地

域
に
「
循

環
」
を
生

み
出
す
、
先
進
的
取
組
を
支
援
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地
域
包
括
ケ
ア
の
深
化
・
地
域
共
生
社
会
の
実
現

 

 
平
成

28
年

7月
15
日

 

厚
生
労
働
省

M
in

is
tr

y
 o

f 
H

e
a
lt

h
 L

a
b

o
u

r
a
n

d
 W

e
lf

a
re

ひ
と
、
く
ら
し
、
み
ら
い
の
た
め
に

厚
生
労
働
省

M
in

is
tr

y
 o

f 
H

e
a
lt

h
 L

a
b

o
u

r
a
n

d
 W

e
lf

a
re

ひ
と
、
く
ら
し
、
み
ら
い
の
た
め
に

資
料
２
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○
当
面
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ

 
 
 
・公
衆
衛
生
危
機
対
応
の
た
め
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
・ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
の
強
化

 
 
 
・危
機
へ
の
予
防
・備
え
に
も
資
す
る

UH
C（
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ヘ
ル
ス
カ
バ
レ
ッ
ジ
）の
推
進

 
 
 
・薬
剤
耐
性
（A

M
R)
へ
の
対
応
強
化

 
 ○
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
人
材
育
成
国
家
戦
略
（2

02
0年
ま
で
に
＋

50
%
） 

 
 
 ・
国
内
に
お
け
る
人
材
育
成
シ
ス
テ
ム
の
強
化
、
「リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
・ド
ア
」の
確
立

 
 
 
・人
材
育
成
の
司
令
塔
の
設
置
（「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
人
材
戦
略
セ
ン
タ
ー
（仮
称
）」
） 

○
質
が
高
く
、
効
率
的
な
医
療
提
供
体
制

 
 

 
・「
地
域
医
療
構
想
」の
策
定
支
援
（平
成

28
年
度
中
に
全
都
道
府
県
）。
「構
想
」と
整
合
的
な
医
療
費
適
正
化
計
画
の
策
定
前
倒
し
。

 
 

 
 ・
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
の
強
化
（か
か
り
つ
け
医
の
評
価
強
化
、
大
病
院
初
診
時
定
額
負
担
導
入
）
 

 
 

  ・
医
師
の
地
域
偏
在
・診
療
科
偏
在
を
解
消
（医
師
の
診
療
科
・開
業
地
の
選
択
の
自
由
を
見
直
し
、
実
効
性
の
あ
る
是
正
策
を
検
討
） 

 
 

  
 

○
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

 
 

 
・
医
療
、
介
護
、
予
防
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
等
の
ベ
ス
ト
な
組
み
合
わ
せ
で
高
齢
者
の
地
域
生
活
を
支
援

 
 ○
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
、
「地
域
共
生
社
会
」
の
実
現

 
 

 
・高
齢
者
・障
害
者
・子
ど
も
な
ど
全
て
の
人々

が
、
１
人
ひ
と
り
の
暮
ら
し
と
生
き
が
い
を
、
と
も
に
創
り
、
高
め
合
う
社
会
（「
地
域
共
生
社
会
」）
の
実
現

 
 

 
 ・
対
象
者
ご
と
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
「タ
テ
ワ
リ
」か
ら
「ま
る
ご
と
」へ
と
転
換

 
 ○
医
療
介
護
人
材
の
確
保
・養
成
、
人
材
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
複
線
化

 
 

 
・
医
療
・福
祉
の
複
数
資
格
に
共
通
の
基
礎
課
程
を
創
設
し
、
資
格
ご
と
の
専
門
課
程
と
の
２
階
建
て
の
養
成
課
程
へ
再
編
す
る
こ
と
を
検
討
等

 

○
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
等
の
次
世
代
型
介
護
技
術
の
更
な
る
開
発
支
援
、
導
入
促
進

 

○
医
療
系
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
振
興

 
○
多
様
な
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
等
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
産
業
の
推
進

 
 

 
・
配
食
、
買
い
物
支
援
、
旅
行
な
ど
、
暮
ら
し
に
密
着
し
た
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
の
利
活
用
を
促
進

 
○
民
間
活
力
・資
金
の
活
用

 （
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
ボ
ン
ド
（
SI

B
)の
仕
組
み
を
活
用
） 

○
保
険
者
機
能
強
化

 
 

 
 ・
保
険
者
に
よ
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
集
積
・分
析
や
保
健
指
導
の
推
進
を
支
援

 
 

 
 ・

IC
Tと
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
最
大
限
活
用
し
、

 保
険
者
が
健
康
づ
く
り
、
予
防
、

 
 

 
 
重
症
化
予
防
の
徹
底
化
を
含
め
て
、
「医
療
の
質
を
創
る
」
 

 ○
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
全
国
展
開

 
 

 
 ・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
集
積
・分
析
等
を
行
い
、
民
間
企
業
と
も
連
携
強
化

 
 

 
 ・
保
険
者
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
改
革
の
加
速
化
［
30
年
度

→
前
倒
し
］
 

 ○
後
発
医
薬
品
の
使
用
の
飛
躍
的
加
速
化

 
  

 ・
新
目
標
：平
成

32
（2

02
0）
年
度
末
ま
で
に

80
％
以
上

 

2
0

3
5
年
の
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
て

 

①
 
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
構
築
：医
療

介
護
サ
ー
ビ
ス

体
制
の
改
革

 

②
 
デ
ー
タ
ヘ
ル

ス
時
代
の
保
険

者
機
能
強
化

 

③
 
ヘ
ル
ス
ケ
ア

産
業
等
の
推
進

 

④
 
グ
ロ
ー
バ
ル

視
点
の
保
健
医

療
政
策
の
推
進

  

18
23

 
18

19
 

15
61

 
14

05
 

12
23

 
9

6
0 

26
7

 
12

4
 

平
成
４
年

 
平
成
７
年

 
平
成

17
年

 
平
成

2
7年

 

日
本
と
ド
イ
ツ
の
保
険
者
数
の
推
移

 
日
本
（
健
保
組
合
）

 

ド
イ
ツ
（
疾
病
金
庫
）

 

＜
S

IB
の
先
進
事
例
＞

 

○
特
別
養
子
縁
組
（横
須
賀
市
） 

○
ひ
き
こ
も
り
の
若
者
の

 
 就
労
支
援
（
尼
崎
市
） 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  な
ど

 

＜
後
発
医
薬
品
シ
ェ
ア
の
新
た
な
目
標
＞

 

7
0

.0
%

 
8

0
.0

%
 

８
０
％
目
標

 
達
成
時
期
を
決
定

 
H

2
9
（
2
0
1
7）
年
央

 
1万

人
未
満
が
約

6割
、

5万
人
未
満
が
約

9割
 

＜
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
の
例
＞

 

＜
U

H
C
国
際
会
議
で
ス
ピ
ー
チ
す
る

 

安
倍
総
理
大
臣
＞

 
＜
ア
ジ
ア
Ａ
Ｍ
Ｒ
東
京
閣
僚
会
議
＞

 

1 
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骨
太
方
針
２
０
１
６
（平
成
２
８
年
６
月
２
日
） 

 第
２
章

 
成
長
と
分
配
の
好
循
環
の
実
現

 
（
６
）
障
害
者
等
の
活
躍
支
援
、
地
域
共
生
社
会
の
実
現

  
 
障
害
者
、
難
病
患
者
、
が
ん
患
者
等
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
希
望
や
能
力
、
障
害
や
疾
病
の
特
性
等
に
応
じ
て
最
大
限
活

躍
で
き
る
社
会
を
目
指
し
、
就
労
支
援
及
び
職
場
定
着
支
援
、
治
療
と
職
業
生
活
の
両
立
支
援
、
障
害
者
の
文
化
芸

術
活
動
の
振
興
等
を
進
め
、
社
会
参
加
や
自
立
を
促
進
し
て
い
く
。
性
的
指
向
、
性
自
認
に
関
す
る
正
し
い
理
解
を
促

進
す
る
と
と
も
に
、
社
会
全
体
が
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
。

  
 
全
て
の
人
々
が
地
域
、
暮
ら
し
、
生
き
が
い
を
共
に
創
り
高
め
合
う
地
域
共
生
社
会
を
実
現
す
る
。
こ
の
た
め
、
支
え

手
側
と
受
け
手
側
に
分
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
住
民
が
役
割
を
持
ち
、
支
え
合
い
な
が
ら
、
自
分
ら
し
く
活
躍

で
き
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
育
成
し
、
福
祉
な
ど
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
と
協
働
し
て
助
け
合
い
な
が
ら
暮
ら
す
こ
と
の
で
き

る
仕
組
み
を
構
築
す
る
。

  

ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
（平
成
２
８
年
６
月
２
日
） 

 ４
．
「
介
護
離
職
ゼ
ロ
」に
向
け
た
取
組
の
方
向

 
（
４
）
地
域
共
生
社
会
の
実
現

  
 
子
供
・
高
齢
者
・障
害
者
な
ど
全
て
の
人
々
が
地
域
、
暮
ら
し
、
生
き
が
い
を
共
に
創
り
、
高
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
「地

域
共
生
社
会
」
を
実
現
す
る
。
こ
の
た
め
、
支
え
手
側
と
受
け
手
側
に
分
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
住
民

が
役
割
を
持
ち
、
支
え
合
い
な
が
ら
、
自
分
ら
し
く
活
躍
で
き
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
育
成
し
、
福
祉
な
ど
の
公
的
サ
ー

ビ
ス
と
協
働
し
て
助
け
合
い
な
が
ら
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
。

 ま
た
、
寄
附
文
化
を
醸
成
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

と
の
連
携
や
民
間
資
金
の
活
用
を
図
る
。
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地
域
住
民
の
参
画
と
協
働
に
よ
り
、
誰
も
が
支
え
合
う
共
生
社
会
の
実
現
 

４
つ
の
改
革
 

①
福
祉
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
・複
雑
化

 
  
複
合
的
な
課
題
を
有
す
る
場
合
や
分
野

横
断
的
な
対
応
等
に
課
題

 
 

 
 

 

〔
制
度
ご
と
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
〕
 

②
高
齢
化
の
中
で
人
口
減
少
が
進
行

 
  
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
整
備
や

人
材
確
保
が
課
題

 

背
景
・
課
題
 

○
地
域
に
よ
り

 
 
・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
型

 
 
・
連
携
強
化
型

 
 ○
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、

 
 

 保
健
福
祉
と
雇
用
や

 
 

 農
業
、
教
育
な
ど

 
 

 異
分
野
と
も
連
携

 

に
よ
る
対
応

 
１
 
包
括
的
な
相
談
か
ら
見
立
て
、
 

支
援
調
整
の
組
み
立
て
＋
資
源
開
発
 

２
 高

齢
、
障
害
、
児
童
等
へ
の
総
合
的
な
支
援
の
提
供
 

○
 多
世
代
交
流
・多
機
能
型
の
福
祉
拠
点
の
整
備
推
進

 

 
・ 
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有

 

 
・ 
規
制
緩
和
の
検
討

  
 
等

 

○
 １
を
通
じ
た
総
合
的
な
支
援
の
提
供

 

４
 
総
合
的
な
人
材
の
育
成
・
確
保
 

○
 １
を
可
能
と
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
人
材
の
育
成

 

○
 福
祉
分
野
横
断
的
な
研
修
の
実
施

 

○
 人
材
の
移
動
促
進

 
 
等

 

３
 
効
果
的
・
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
た
め
の
生
産
性
向
上
 

○
 先
進
的
な
技
術
等
を
用
い
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
手
法
の
効
率
化

 

○
 業
務
の
流
れ
の
見
直
し
な
ど
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
促
進

 

○
 人
材
の
機
能
分
化
な
ど
良
質
で
効
果
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
促
進

 
等

 

高
齢
者

 
障
害
者

 
子
ど
も

 

介
護

 
サ
ー
ビ
ス

 
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

 
子
育
て

 
支
援

 

引
き
こ
も
り

 
障
害
の
あ
る
困
窮
者

 
若
年
認
知
症

 
難
病
患
者
・
が
ん
患
者

 
 

 
 
 

 
 

 
 
な
ど

 

高
齢
者

 
障
害
者

 
子
ど
も

 

新
し
い
支
援
体
制
を
支
え
る
環
境
の
整
備
 

新
し
い
地
域
包
括
支
援
体
制
 

〔
包
括
的
な
相
談
支
援
シ
ス
テ
ム
〕
 

～
新
た
な
時
代
に
対
応
し
た
福
祉
の
提
供
ビ
ジ
ョ
ン
～
 
平
成
2
7年

9月
 サ

ー
ビ
ス
提
供
の
ほ

か
地
域
づ
く
り
の
拠

点
と
し
て
も
活
用

 

誰
も
が
そ
の

ニ
ー
ズ
に
合
っ

た
支
援
を
受

け
ら
れ
る
地
域

づ
く
り
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②
 
共
用
可
能
な
設
備

 
①

 
兼
務
可
能
な
人
員

 

③
 
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

（注
）が
活
用
可
能
で
あ
る
こ
と

 

○
 
兼
務
・共
用
の
取
扱
い
が
明
確
で
な
い
人
員
・設
備
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

現
行
制
度
で
運
用
上
対
応
可
能
な
事
項
を
明
確
化
し
、
高
齢
者
、
障
害
者
、

児
童
等
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
的
な
提
供
の
阻
害
要
因
を
解
消
。

 

高
齢
者

 
子
ど
も

 

障
害
者

 
そ
の
他
（
生
活
困
窮

者
や
見
守
り
が
必
要

な
者
な
ど
）

 

ま
ち
づ
く
り
の
拠

点
に
も
な
る

 

対
象
者
の
分
け
隔
て
な
く
、
１
カ
所

で
総
合
的
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

 

ポ
イ
ン
ト

 

高
齢
者
、
障
害
者
、
児
童
等
に
対
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
的
な
提
供
を
実
施
す
る
場
合
は
、
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
。

 

明
確
化
す
る
事
項

 

（
注
）
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

:指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
指
定
通
所
支
援
と
し
て
の
基
準
は
満
た
し
て
い
な
い
が
、
介
護
保
険
事
業
所
等
の
基
準
を
満
た
す
事
業
所
で
あ
り
、
市
町
村
が
認
め
た
も
の

に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
者
が
障
害
者
（
児
）
を
受
け
入
れ
た
場
合
、
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
と
し
て
特
例
介
護
給
付
費
等
が
支
給
。

 

＜
総
合
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
イ
メ
ー
ジ
＞

 

【基
準
上
規
定
が
あ
る
設
備
】

 
【
基
準
上
規
定
が
な
い
設
備
】 

高
齢
者
等

 
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

 
等

 

障
害
者

 
生
活
介
護
、
短
期
入
所
、
機
能
訓
練
、
就
労
継
続
支
援
（

A
型
、

B
型
）
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

 
等

 

児
童

 
保
育
所
、
小
規
模
保
育
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

 
等

 

○
 
高
齢
者
、
障
害
者
、
児
童
等
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合

わ
せ
て
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的
に
提
供
す
る
際
の
、
以
下

の
①
～
③
の
事
項
を
明
確
化
。
  

 

＜
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的
に
提
供
す
る
際
に
利
用
が
想
定
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
（
例
）
＞

 

・管
理
者
、
代
表
者
、
医
師
、
栄
養
士
、

調
理
員

 

・食
堂
、
居
間
、
機
能
訓
練
室
、
訓
練
・

作
業
室
、
指
導
訓
練
室
、
浴
室
、
医

務
室
、
静
養
室
、
事
務
室
、
相
談
室
、

調
理
室
、
洗
面
所
、
洗
濯
室
、
非
常

災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
、
便
所

 
等

 

・
玄
関
、
廊
下
、
階
段
、
エ
レ
ベ
ー
タ
、

送
迎
バ
ス

 
 ※
高
齢
者
、
障
害
者
、
児
童
等
が
そ
れ
ぞ
れ

利
用
す
る
設
備
を
区
切
る
壁
等
の
設
置
が

不
要
な
こ
と
も
併
せ
て
明
確
化
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「
地
域
共
生
社
会
」
実
現
の
全
体
像
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
）
 

・
住
民
主
体
に
よ
る
地
域
課
題
の
解
決
力
強

化
・
体
制
づ
く
り

 
 ・
市
町
村
に
よ
る
包
括
的
な
相
談
支
援
体
制

の
整
備

 
 ・
地
域
づ
く
り
の
総
合
化
・包
括
化
（地
域
支

援
事
業
の
一
体
的
実
施
と
財
源
の
確
保
）
 

 ・
地
域
福
祉
計
画
の
充
実
、
各
種
計
画
の
総

合
化
・
包
括
化

 

 
 
等

 
 “
我
が
事
”

 
“
丸
ご
と
”

 

 ・
公
的
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
化
・

包
括
化
（
基
準
該
当
サ
ー
ビ
ス
の

改
善
、
共
生
型
の
報
酬
・
基
準
の

整
備
）
 

 ・
専
門
人
材
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
複

線
化
（医
療
・
福
祉
資
格
に
共
通
の

基
礎
課
程
の
創
設
、
資
格
所
持
に

よ
る
履
修
期
間
の
短
縮
、
複
数
資

格
間
の
単
位
認
定
の
拡
大
） 

  
等

 

  

・
地
域
共
生
社
会
の
理
念
の
共
有
化

 
・
国
、
自
治
体
、
社
会
福
祉
法
人
、
住
民
の
責
務
と
行
動

 

我
が
事
・丸
ご
と
の
地
域
づ
く
り

 
サ
ー
ビ
ス
・
専
門
人
材
の
丸
ご
と
化
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年
度

 
我
が
事
・丸
ご
と
の
地
域
づ
く
り

 

サ
ー
ビ
ス
・
専
門
人
材
の
丸
ご
と
化

 

サ
ー
ビ
ス
・
計
画
の

 
総
合
化
・
包
括
化

 
人
材
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

 
の
複
線
化

 

平
成

28
 

(2
01

6)
 

 
平
成

29
 

(2
01

7)
 

 

平
成

30
 

(2
01

8)
 

 
 

 

平
成

31
 

(2
01

9)
 

平
成

32
 

(2
02

0)
 

平
成

33
 

(2
02

1)
 

・ ・ ・ 

今
後
の
進
め
方
の
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
）

 

平
成
３
０
年
度

 報
酬
改
定

 

我
が
事
・
丸
ご
と
の
地
域
づ
く
り
、
サ
ー
ビ
ス
・専

門
人
材
の
丸
ご
と
化
の
全
面
展
開

 
（
2
0
2
0
年
代
初
頭
）
 

共
通
基
礎
課
程
の

検
討
・
結
論

 

共
通
基
礎
課
程
の

順
次
実
施

 

地
方
創
生
新
型
交
付
金

 
（2

8
～

3
0
年
度
）
 

更
な
る
法
改
正
？

  

平
成
３
３
年
度

 報
酬
改
定

 

6 

多
機
関
の
協
働
に
よ
る
包
括
的
支
援
体
制
構
築
事
業

 

介
護
保
険
法
の
法
改
正

 

生
活
困
窮
者
支
援
制
度
の
見
直
し

 
（
施
行
後

3
年
後
の
見
直
し
の
検
討
） 

介
護
福
祉
士
と

 
准
看
護
師
の

 
相
互
単
位
認
定

の
検
討
・
結
論

 

福
祉
系
有
資
格
者

 
へ
の
保
育
士
養
成
課

程
・
試
験
科
目
一
部

免
除
の
検
討
・
結
論

 

資
格
所
持
に
よ

る
履
修
期
間
短

縮
、
資
格
間
の

単
位
認
定
拡
大

 
（
資
格
毎
に
検

討
・
順
次
実
施
）
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小
 

中
 

学
 

校
 

区
 

市
 

町
 

村
 

地
域
に
お
け
る
住
民
主
体
の
課
題
解
決

 
 ○
住
民
に
近
い
圏
域
で
、

 
 
・
 
制
度
や
分
野
に
と
ら
わ
れ
な
い
地
域
課
題
の
把
握

 
 
・
 
住
民
団
体
等
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
活
動
へ
の
支
援
、

 
 
・
 
公
的
な
相
談
支
援
機
関
へ
の
つ
な
ぎ
や
、
課
題
の
共
有
を
担
う
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能

 
な
ど
地
域
課
題
の
解
決
に
向
け
た
体
制

 
 

包
括
的
・
総
合
的
な
相
談
支
援
体
制
の
確
立

 
 ○
相
談
者
本
人
の
み
な
ら
ず
、
育
児
、
介
護
、
障
害
、
貧
困
な
ど
相
談
者
が
属
す
る
世
帯
全
体
の
複

合
化
、
複
雑
化
し
た
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
捉
え
、
分
野
別
の
相
談
支
援
体
制
と
連
動
し
て
対
応
す
る

体
制

 

 

地
域
に
お
け
る
住
民
主
体
の
課
題
解
決
・包
括
的
な
相
談
支
援
体
制
の
イ
メ
ー
ジ
①
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地
域
に
お
け
る
住
民
主
体
の
課
題
解
決
・包
括
的
な
相
談
支
援
体
制
の
イ
メ
ー
ジ
②

 

市 町 村
 

小 中 学 校 区  

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
Ｃ
Ｓ
Ｗ

 等
の
専
門
職

 
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
社
協
等
に
配
置
を
想
定
）

 

地
域
で
は
解
決
で
き
な
い
課
題

 

民
生
委
員
・児
童
委
員

 

地
域
課
題
の
把
握

 
地
域
活
動
を
行
う
人
材
の
発
掘
、
育
成

  
 
→

 
生
涯
現
役
社
会
の
実
現

 

地
域
活
動
を
行
う
地
区
社
協
、
福
祉
委
員
会
等

 

ご
近
所
、
自
治
会

 

地
域
の
社
会
資
源

 
（
ｲ
ﾝ
ﾌ
ｫｰ
ﾏ
ﾙ
ｻ
ｰ
ﾋﾞ
ｽ
等
）

 
ﾎ
ﾞﾗ
ﾝ
ﾃ
ｨｱ
、

P
TA
、
老
人
ｸ
ﾗ
ﾌﾞ
、
子
ど
も
会
、

N
P

O
 等

 

様
々
な
課
題
を
抱
え
る
住
民

 
（
生
活
困
窮
、
障
害
、
認
知
症
等
）

 

相
互
連
携

 
専
門
職
に
よ
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

 
→
住
民
に
よ
る
地
域
活
動
の
体
制
強
化

 

雇
用

 

児
童

 
障
害

 

高
齢

 

福
祉
の
み
な
ら
ず
、
多
機
関
・

 
多
分
野
に
渡
る
支
援
機
関
の
ネ

 
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
。
支
援
内
容

 
の
調
整
等

 

包
括
的
・
総
合
的
な

 
相
談
支
援
体
制
の
確
立

 

Ａ
地
区

 

生
活
困
窮

 

 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
社
会
福
祉
協

議
会
、
地
域
に
根
差
し
た
活
動
を
行
う

N
P

O
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
、
小
中
学
校
区
等
の

住
民
に
身
近
な
圏
域
で
、
住
民
が
主
体
的
に

地
域
活
動
を
把
握
し
て
解
決
を
試
み
る
体
制

づ
く
り
を
支
援
し
、

20
20
年
～

2
02

5年
を
目
途

に
全
国
展
開
を
図
る
。
そ
の
際
、
社
会
福
祉

法
人
の
地
域
に
お
け
る
公
益
的
な
活
動
と
の

連
携
も
図
る
。

 
  
共
助
の
活
動
へ
の
多
様
な
担
い
手
の
参
画

と
活
動
の
活
発
化
の
た
め
に
、
寄
附
文
化
の

醸
成
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
。

 

（ 平 成 28 年 6 月 ２ 日 閣 議 決 定 ） 

ニ ッ ポ ン 一 億 総 活 躍 プ ラ ン  

 
育
児
、
介
護
、
障
害
、
貧
困
、
さ
ら
に
は
育

児
と
介
護
に
同
時
に
直
面
す
る
家
庭
な
ど
、

世
帯
全
体
の
複
合
化
・
複
雑
化
し
た
課
題
を

受
け
止
め
る
、
市
町
村
に
お
け
る
総
合
的
な

相
談
支
援
体
制
作
り
を
進
め
、

20
20
年
～

2
0

2
5年
を
目
途
に
全
国
展
開
を
図
る
。
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多
機
関
の
協
働
に
よ
る
包
括
的
支
援
体
制
構
築
事
業
 

○
 福
祉
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
・
複
雑
化
を
踏
ま
え
、
単
独
の
相
談
機
関
で
は
十
分
に
対
応
で
き
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「制
度
の
狭
間
」の
課
題
の
解
決
を
図
る
観
点
か
ら
、

複
合
的
な
課
題
を
抱
え
る
者
等
に
対
す
る
包
括
的
な
支
援
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と
協
働
し
、
地
域
に
必
要
と
さ
れ
る

社
会
資
源
を
創
出
す
る
取
組
を
モ
デ
ル
的
に
実
施
す
る
。

 
 ○

 具
体
的
に
は
、
市
区
町
村
が
実
施
主
体
と
な
っ
て
、
地
域
の
中
核
と
な
る
相
談
機
関
を
中
心
に
、
以
下
の
取
組
を
行
う
。

 
 
①

 
相
談
者
が
複
数
の
相
談
機
関
に
行
か
な
く
て
も
、
複
合
的
な
悩
み
を
総
合
的
か
つ
円
滑
に
相
談
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

 
 
②

 
相
談
者
本
人
が
抱
え
る
課
題
の
み
な
ら
ず
、
世
帯
全
体
が
抱
え
る
課
題
を
把
握
し
、

 
 
③

 
多
機
関
・
多
分
野
の
関
係
者
が
話
し
合
う
会
議
を
開
催
す
る
な
ど
、
そ
の
抱
え
る
課
題
に
応
じ
た
支
援
が
包
括
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
調
整
を
行
う
ほ
か
、

 
 
④

 
地
域
に
不
足
す
る
社
会
資
源
の
創
出
を
図
る
。

 

壮
年
の
引
き
こ
も
り
と
老

親
が
地
域
で
孤
立

 

若
年
性
認
知
症
や

 
高
次
脳
機
能
障
害

 

障
害
の
あ
る
生
活
困
窮
者

 

難
病
患
者
・
が
ん
患
者

の
就
労
支
援

 

【
地
域
の
中
で
複
合
的
な
課
題
を
抱
え
る
要
援
護
者
】
 

「
制
度
の
狭
間
」
の
課
題
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と
協
働
し
た
新
た
な
社
会
資
源
の
創
出

 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

障
害
者
相
談
支
援
事
業
所
 

福
祉
事
務
所

 
児
童
相
談
所

 

雇
用
関
係
機
関

 

教
育
関
係
機
関

 
医
療
関
係
機
関

 

農
業
関
係
機
関
 

司
法
関
係
機
関

 

○
福
祉
の
み
な
ら
ず
、
多
機
関
・
多
分
野

に
渡
る
支
援
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

築
と
、
支
援
内
容
の
調
整

 

地
域
に
お
け
る
包
括
的
な
相
談
支
援
シ
ス
テ
ム
の
構
築
 

【
地
域
の
企
業
等
】
 

【
自
主
財
源
の
確
保
】
 

【
新
た
な
社
会
資
源
の
創
出
】
 

生
活
援
助

 
地
域
交
流

 
見
守
り

 

○
自
主
財
源
を
原
資
と
し
つ
つ
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と
協
働
し
、
相
談
者

に
必
要
な
支
援
を
創
出

 

○
寄
付
等
の
働
き
か
け

 

○
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
を
含
む
包

括
的
な
相
談
対
応
と
、
世
帯

全
体
の
ニ
ー
ズ
の
総
合
的
な

ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
必
要
な
支

援
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

 
【
自
立
相
談
支
援
事
業
等
の
地
域
の
中
核
的
な
相
談
機
関
】
 

【
地
域
に
不
足
す
る
資
源
の
検
討
】
 

上
記
の
モ
デ
ル
的
取
組
を
通
じ
、
ノ
ウ
ハ
ウ
等
を
集
積
し
、
こ
れ
ら
を
横
展
開
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
誰
も
が
安
心
し
て
 

身
近
な
地
域
で
暮
ら
せ
る
よ
う
、
全
国
各
地
で
包
括
的
な
相
談
支
援
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
。
 

【
市
町
村
等
】
 

＋
 

民 間 へ 委 託  

○
事
業
の
進
捗
管
理

と
関
係
機
関
の
連

携
体
制
の
構
築
を

支
援

 

2
8
’
予
算
案

 
5
億
円

 9 

12



新
・
第
３
の
矢
②

 
生
涯
現
役
で
自
分
ら
し
く
活
躍
す
る
社
会
の
実
現

 

○
 
保
険
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
の
全
国
展
開

 
 
⇒

 
ＩＣ
Ｔ
・ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活
用
、
保
険
者
機
能
の
強
化
・連
携
等
に
よ
り
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
を
強
力
に
推
進

 
 
⇒

 
医
療
関
係
者
や
デ
ー
タ
分
析
を
行
う
民
間
企
業
と
の
連
携
強
化
に
よ
り
保
険
者
機
能
を
支
援

 
 
⇒

 
保
険
者
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
改
革

 


生
涯
健
康
で
自
立
し
、
役
割
を
持
て
る
社
会
を
、
社
会
全
体
で
実
現
す
る
。

 

○
「支
え
手
」「
受
け
手
」に
分
か
れ
た
社
会
か
ら
、
と
も
に
創
る
「地
域
共
生
社
会
」へ

 
⇒

 
あ
ら
ゆ
る
住
民
が
、
支
え
合
い
な
が
ら
、
自
分
ら
し
く活
躍
で
き
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
育
成
。
 

 
 

 福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
協
働
し
て
子
育
て
な
ど
を
支
援
。

 

○
「
タ
テ
ワ
リ
」か
ら
「
ま
る
ご
と
」
へ

 
⇒

 
対
象
者
ご
と
に
整
備
さ
れ
て
い
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
体
的
な
提
供
の
推
進
。

 

○
施
設
・人
員
基
準
や
報
酬
体
系
の
見
直
し
、
担
い
手
の

資
格
や
養
成
課
程
の
見
直
し
を
検
討
。

 
○
地
域
課
題
の
把
握
や
解
決
の
支
援
体
制
（
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
機
能
な
ど
）
を
構
築
。

 

【
具
体
的
な
対
応
】 

目
指
す
べ
き
将

来
像

 

○
 
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
に
至
る
生
涯
を
通
じ
た
予
防
に
よ
り
、
平
均
寿
命
を
上
回
る
健
康
寿
命
の
延
伸
加
速
。

 
○

 
医
療
・介
護
の
保
険
者
が
そ
の
機
能
及
び
体
制
を
強
化
し
、
国
、
自
治
体
、
民
間
と
と
も
に
生
涯
現
役
社
会
の
実
現
に

向
け
て
機
能
を
発
揮

 
○

 
子
ど
も
・高
齢
者
・障
害
者
な
ど
全
て
の
人
々
が
、
い
つ
ま
で
も
、
そ
の
人
ら
し
く
家
庭
・
職
場
・地
域
で
活
躍
し
、
地
域
、

暮
ら
し
、
生
き
が
い
を
共
に
創
り
、
高
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現

 

暮
ら
し
と
生
き
が
い
を
と
も
に
創
る
「地
域
共
生
社
会
」へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
 

○
 
高
齢
期
の
疾
病
予
防
・介
護
予
防
等
の
推
進
（フ
レ
イ
ル
等
の
総
合
対
策
、
認
知
症
施
策
の
総
合
的
な
推
進
等
）

 

生
涯
に
わ
た
る
健
康
づ
く
り
・予
防
対
策
の
推
進

 

○
包
括
的
な
相
談
支
援
体
制
や
地
域
に
お
け
る
一
体
的
な

サ
ー
ビ
ス
提
供
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
を
創
設
。

 

○
 
医
療
の

IC
T
化
の
推
進
（生
涯
を
通
じ
た
医
療
デ
ー
タ
蓄
積
に
向
け
基
盤
整
備
・次
世
代
医
療

IC
T
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
構
築
）
 


相
互
に
支
え
合
い
、
子
ど
も
・高
齢
者
・障
害
者
な
ど
の
多
様
な
活
躍
の
場
の
あ
る
社
会
を
、
社
会
全
体
で
実
現
す
る
。

 

以
降
、
一
億
総
活
躍
国
民
会
議
・ 

経
済
財
政
諮
問
会
議
提
出
資
料
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○
 
医
療
・
福
祉
の
複
数
資
格
に
共
通
の
基
礎
課
程
を
創
設
し
、
資
格
ご
と
の
専
門

 
課
程
と
の
２
階
建
て
の
養
成
課
程
へ
再
編
す
る
こ
と
を
検
討
。

 

○
 
資
格
所
持
に
よ
る
履
修
期
間
の
短
縮
、
単
位
認
定
の
拡
大
を
検
討
。

 

【
現
状
・
課
題
】 

○
 
医
療
福
祉
の
就
業
者
数
は
、

20
30
年
に
卸
・小
売
業
を
抜
き
製
造
業
に
比
肩
。

 

○
 
専
門
資
格
を
持
ち
な
が
ら
専
門
分
野
で
就
業
し
て
い
な
い
潜
在
有
資
格
者
は
、
例
え
ば
、

看
護
師
・准
看
護
師
で
約

3割
、
介
護
福
祉
士
で

4割
強
、
保
育
士
で

6割
強
と
多
数
。

 

○
 
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
す
る
中
、
今
後
の
医
療
・福
祉
の
ニ
ー
ズ
の
増
大
に
対
応
す
る

た
め
に
は
、
潜
在
有
資
格
者
の
掘
り
起
こ
し
と
と
も
に
、
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
構
築
等
を

 

通
じ
た
人
材
の
有
効
活
用
の
視
点
が
必
要
不
可
欠
。
な
お
、
こ
れ
は
、
生
産
年
齢
人
口
が

 
減
少
す
る
中
、
他
の
高
付
加
価
値
産
業
で
の
人
材
確
保
に
も
資
す
る
。

 

【
対
応
の
方
向
性
】 


複
数
の
医
療
・福
祉
資
格
を
取
り
や
す
く
し
、

 
医
療
・
福
祉
人
材
の
キ
ャ
リ
ア
・
パ
ス
を
複
線
化
。

 

※
就
業
者
数
に
つ
い
て
、
2
01

4年
度
は
総
務
省
「
労
働
力
調
査
」。

2
0
2
0
年
及
び

20
30
年
は
、
雇
用
政
策
研
究
会
推
計
（平
成

27
年

12
月
）
の
「
経
済
成
長
と
労
働
参
加
が
適
切
に
進
む
ケ
ー
ス
」の
値
。
 

具
体
的
な
取
組

 

医
療
・
福
祉
人
材
の
最
大
活
用
の
た
め
の
養
成
課
程
の
見
直
し

 

（
参
考
）
医
療
・
福
祉
関
係
資
格
の
例

 
 

 
 

【医
療
】
 

 
看
護
師

 
  

 
准
看
護
師

 
 
理
学
療
法
士

 
 
作
業
療
法
士

 
 
視
能
訓
練
士

 
 
言
語
聴
覚
士

 
 
診
療
放
射
線
技
師

 
 
臨
床
検
査
技
師

  
 

【福
祉
】
 

 
社
会
福
祉
士

 
 
介
護
福
祉
士

 
 
精
神
保
健
福
祉
士

 
 
保
育
士

 
資  格  Ａ 

資  格  Ｂ 

資  格  Ｃ 

現
在
：
資
格
Ａ
の
有
資
格
者
が
資
格
Ｃ
を
と
る

 
場
合
、
原
則
、
新
た
に
養
成
課
程
全
体

（
2年

間
）
を
修
了
す
る
必
要
。

 

【
共
通
基
礎
課
程
の
イ
メ
ー
ジ
】（
※
具
体
的
な
制
度
設
計
は
今
後
検
討
）
 

資   格   Ａ 

資   格   Ｂ 

資 格 Ｃ 
将
来
像
：
共
通
基
礎
課
程
を
修
了
し
た
資
格
Ａ

の
有
資
格
者
が
資
格
Ｃ
を
と
る
場
合
、

短
い
履
修
期
間
で
資
格
取
得
。

 

共
通
基
礎
課
程

 

医
療
・
福
祉
分
野
の
就
業
者
数
の
推
計

 
11
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安
心
し
た
生
活
（
地
域
課
題
の
解
決
力
強
化
と
医
療
・
福
祉
人
材
の
活
用
）

 

⑨
 
地
域
共
生
社
会
の
実
現

 
介
護
離
職

 
ゼ
ロ
の
実
現

 

【
国
民
生
活
に
お
け
る
課
題
】
 

高
齢
、
障
害
、
児
童
等
の
対
象
者
ご
と
に
充
実
さ

せ
て
き
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
複
合
化
す

る
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
。
 

医
療
・
福
祉
人
材
の
確
保
に
向
け
て
、
新
た
な
資

格
者
の
養
成
の
み
な
ら
ず
、
潜
在
有
資
格
者
の
人

材
活
用
が
必
要
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
り
、
他
の
高

付
加
価
値
産
業
に
お
け
る
人
材
確
保
を
同
時
に
達

成
す
る
こ
と
が
必
要
。
 

・
有

資
格
者
の

う
ち
資
格

に
係
る
専

門
分
野
で

就
業
し
て

い
な

い
者
の
割

合
：

 

 
保

育
士

 約
６
割

（
2
01
5年

度
・
推
計

）
 

 
介

護
福
祉
士

 約
４
割
（

20
1
3年

度
・

推
計
）

 

【
今
後
の
対
応
の
方
向
性
】
 

支
え
手
側
と
受
け
手
側
が
常
に
固
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
皆
が
役
割
を
持
ち
、
支
え
合
い
な
が
ら
、
自
分
ら
し
く
活
躍
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
を
目

指
す
。
あ
わ
せ
て
、
寄
附
文
化
を
醸
成
し
、
NP
Oと

の
連
携
や
民
間
資
金
の
活
用
を
図
る
。
ま
た
、
支
援
の
対
象
者
ご
と
に
縦
割
り
と
な
っ
て
い
る
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
相
互
利
用
等
を
進
め
る
と
と
も
に
、
一
人
の
人
材
が
複
数
の
専
門
資
格
を
取
得
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
。
 

【
具
体
的
な
施
策
】
 

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
行
う

NP
Oな

ど
が
中
心
と
な
っ
て
、
小
中
学
校
区
等
の
住
民
に
身
近

な
圏
域
で
、
住
民
が
主
体
的
に
地
域
課
題
を
把
握
し
て
解
決
を
試
み
る
体
制
づ
く
り
を
支
援
し
、

20
20
年
～

20
25
年
を
目
途
に
全
国
展
開
を
図

る
。
そ
の
際
、
社
会
福
祉
法
人
の
地
域
に
お
け
る
公
益
的
な
活
動
と
の
連
携
も
図
る
。
 

・
多
様
な
活
躍
、
就
労
の
場
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
公
共
的
な
地
域
活
動
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
の
環
境
整
備
を
進
め
る
。
 

・
共
助
の
活
動
へ
の
多
様
な
担
い
手
の
参
画
と
活
動
の
活
発
化
の
た
め
に
、
寄
附
文
化
の
醸
成
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
。
 

・
高
齢
者
、
障
害
者
、
児
童
等
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
設
置
基
準
、
人
員
配
置
基
準
の
見
直
し
や
報
酬
体
系
の
見
直
し
を
検
討
し
、
高
齢

者
、
障
害
者
、
児
童
等
が
相
互
に
又
は
一
体
的
に
利
用
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
す
る
。
 

・
育
児
、
介
護
、
障
害
、
貧
困
、
さ
ら
に
は
育
児
と
介
護
に
同
時
に
直
面
す
る
家
庭
な
ど
、
世
帯
全
体
の
複
合
化
・
複
雑
化
し
た
課
題
を
受
け
止
め

る
、
市
町
村
に
お
け
る
総
合
的
な
相
談
支
援
体
制
作
り
を
進
め
、

20
20
年
～

20
25
年
を
目
途
に
全
国
展
開
を
図
る
。
 

・
医
療
、
介
護
、
福
祉
の
専
門
資
格
に
つ
い
て
、
複
数
資
格
に
共
通
の
基
礎
課
程
を
設
け
、
一
人
の
人
材
が
複
数
の
資
格
を
取
得
し
や
す
い
よ
う
に

す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。
 

・
医
療
、
福
祉
の
業
務
独
占
資
格
の
業
務
範
囲
に
つ
い
て
、
現
場
で
効
率
的
、
効
果
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
進
む
よ
う
、
見
直
し
を
行
う
。
 

 
2
01
5 

年
度
 

2
01
6 

年
度
 

2
01
7 

年
度
 

2
01
8 

年
度
 

2
01
9 

年
度
 

2
02
0 

年
度
 

2
02
1 

年
度
 

2
02
2 

年
度
 

2
02
3 

年
度
 

2
02
4 

年
度
 

2
02
5 

年
度
 

2
02
6 

年
度
以
降
 

指
標
 

2
0
20
年
～

20
25
年
を

目
途

に
：

 

地
域

課
題
の
解

決
力

を
強

化
す
る
体

制
 

全
国

展
開

 
総
合

的
な
相
談

支
援

体
制

 
全
国
展

開
 

 2
0
21
年
度
：
 

新
た

な
共
通
の

基
礎

課
程

の
実
施
 

設
備
・
人
員
基
準
や

 
報
酬
体
系
の

 
見
直
し
を
検
討

 

各
地
域
に
お
け
る
体
制
の
確
立
・
充
実

 

検
討
結
果
を

 
踏
ま
え
た

 
対
応
を
実
施

 

地
域
課
題
の
 

解
決
力
の
強
化
／
 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
 

一
体
的
提
供
／
 

総
合
的
な
 

相
談
支
援
体
制
づ
く
り
 

各
資
格
の

 
履
修
内
容
に
 

関
す
る
研
究

 

医
療
、
介
護
、
福
祉
の
 

専
門
資
格
に
お
け
る
 

共
通
の
基
礎
課
程
の
 

検
討
・
 

業
務
独
占
資
格
の
 

対
象
範
囲
の
見
直
し
 

資
格
所
持
に
よ
る
履
修
期
間
短
縮
に
つ
い
て
、

 
資
格
ご
と
に
検
討
・
結
論
。

 
可
能
な
資
格
か
ら
履
修
期
間
短
縮
を
実
施

 

介
護
福
祉
士
と
 

准
看
護
師
相
互
の
 

単
位
認
定
に
つ
い
て
検
討
 

単
位
認
定
拡
大
に
つ
い
て
、
資
格
ご
と
に
検
討
・
結
論
。

 
可
能
な
資
格
か
ら
単
位
認
定
を
実
施

 

可
能
な
資
格
か
ら
履
修
期
間
短
縮
を
実
施

 
※
共
通
の
基
礎
課
程
創
設
後
も
、
既
取
得
者
に
適
用
 

業
務
独
占
資
格
の
業
務
範
囲
の
見
直
し
を
継
続
的
に
検
討
・
実
施
 

相
談
支
援
体
制
づ
く
り
と
地
域
課
題
の
解
決
力
強
化
に
つ
い
て
、
 

モ
デ
ル
事
業
等
を
数
年
間
実
施
す
る
中
で
制
度
化
を
検
討
 

  誰 も が 支 え 合 う 地 域 の 構 築 に 向 け た 福 祉 サ ー ビ ス の 実 現 
  ― 新 た な 時 代 に 対 応 し た 福 祉 の 提 供 ビ ジ ョ ン― 

  （ 平 成 27 年 9 月 17 日 ・ 厚 生 労 働 省 ） 

新
た
な
共
通
の
基
礎
課
程
の
具
体
案
に
つ
い
て
検
討
・
結
論
 

新
た
な
共
通
の
基
礎
課
程
の
実
施

 
※
共
通
の
基
礎
課
程
が
一
部
資
格
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
 

資
格
の
範
囲
の
拡
大
に
つ
い
て
継
続
検
討
・
順
次
実
施
 

福
祉
系
国
家
資
格
を
 

有
す
る
者
に
対
す
る
 

保
育
士
養
成
課
程
・
 

保
育
士
試
験
科
目
の
 

一
部
免
除
に
つ
い
て
検
討
 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

 
一
体
的
な
提
供
に

 
つ
い
て

 
運
用
上
の
対
応
が

 
可
能
な
事
項
の

 
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
整
備

 

年
度

 

施
策
 

「
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
」
よ
り
抜
粋
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セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
自
主
服
薬
）
推
進
の
た
め
の
ス
イ
ッ
チ

O
T

C
薬
控
除
（
医
療
費
控
除
の
特
例
）
の
創
設

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
所
得
税
、
個
人
住
民
税
）

 

   
適
切
な
健
康
管
理
の
下
で
医
療
用
医
薬
品
か
ら
の
代
替
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
健
康
の
維
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組
と
し
て
一

定
の
取
組
（
※
１
）
を
行
う
個
人
が
、
平
成

2
9
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

3
3
年

1
2
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
、
自
己
又
は
自
己
と
生
計
を
一
に

す
る
配
偶
者
そ
の
他
の
親
族
に
係
る
一
定
の
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
（
※
２
）
の
購
入
の
対
価
を
支
払
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
年
中

に
支
払
っ
た
そ
の
対
価
の
額
の
合
計
額
が
１
万
２
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
（
そ
の
金
額
が
８
万
８
千
円
を
超
え

る
場
合
に
は
、
８
万
８
千
円
）
に
つ
い
て
、
そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
等
か
ら
控
除
す
る
。

 
（
※
１
）
特
定
健
康
診
査
、
予
防
接
種
、
定
期
健
康
診
断
、
健
康
診
査
、
が
ん
検
診

 
（
※
２
）
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
の
う
ち
、
医
療
用
か
ら
転
用
さ
れ
た
医
薬
品

 
 

 
 
（
類
似
の
医
療
用
医
薬
品
が
医
療
保
険
給
付
の
対
象
外
の
も
の
を
除
く
。
）

 
 

 
 

  
 本

特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
現
行
の
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

  ■
対
象
と
な
る
医
薬
品
（
医
療
用
か
ら
転
用
さ
れ
た
医
薬
品
：
ス
イ
ッ
チ

O
T
C
医
薬
品
）
に
つ
い
て

 
   
○

 
ス
イ
ッ
チ

O
T
C
医
薬
品
の
成
分
数
：

8
2
（
平
成

2
7
年

1
2
月
１
日
時
点
）

 
 

 
 
－

 対
象
と
な
る
医
薬
品
の
薬
効
の
例
：
か
ぜ
薬
、
胃
腸
薬
、
鼻
炎
用
内
服
薬
、
水
虫
･
た
む
し
用
薬

 、
肩
こ
り
･
腰
痛
･
関
節
痛
の
貼
付
薬

 
 

 
 

  
 （

注
）
上
記
薬
効
の
医
薬
品
の
全
て
が
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い

 
 

 
 
－

 具
体
的
な
対
象
医
薬
品
の
範
囲
等
は
、
税
制
改
正
法
案
成
立
後
、
関
係
者
と
協
力
し
て
周
知
を
行
っ
て
い
く
。

 
 １
．
大
綱
の
概
要
 

２
．
制
度
の
内
容
 

  ○
 
課
税
所
得

40
0万
円
の
者
が
、
対
象
医
薬
品
を
年
間

20
,0

0
0円
購
入
し
た
場
合
（
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
の
親
族
の
分
も
含
む
）

 

本
特
例
措
置
を
利
用
す
る
時
の
イ
メ
ー
ジ

 ○
 

8
,0

0
0円
が
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る

 
 

 
 
（
対
象
医
薬
品
の
購
入
金
額
：

20
,0

00
円
－
下
限
額
：

12
,0

00
円
＝

8,
0

0
0円
）

 
 ○

 
減
税
額

 
   

 
・所
得
税
：1

,6
0

0円
の
減
税
効
果
（
控
除
額
：8

,0
00
円
×
所
得
税
率
：

20
％
＝

1,
60

0円
）

 

 
 
・
個
人
住
民
税
：8

0
0円
の
減
税
効
果
（控
除
額
：

8,
00

0円
×
個
人
住
民
税
率
：

10
％
＝

80
0円
）

 

20
,0

00
円

 
（
対
象
医
薬
品
の
購
入
金
額
）

 

12
,0

0
0
円

 
（
下
限
額
）

 

※
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
世
界
保
健
機
関
（Ｗ
Ｈ
Ｏ
）に
お
い
て
、
「
自
分
自
身
の
健
康
に
責
任
を
持
ち
、
軽
度
な
身
体
の
不
調
は
自
分
で
手
当
て
す
る
こ
と
」と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

 

（
注
）
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医
療
提
供
体
制
の
適
正
化
（
療
養
病
床
）

【
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
改
革
工
程
表
】

・
介

護
療

養
病

床
等

の
効

率
的

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
へ

の
転

換
に

つ
い

て
、

関
係

審
議

会
等

に
お

い
て

検
討

し
、

20
16

年
末

ま
で

に
結

論
→

検
討

の
結

果
に

基
づ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
（

法
改

正
を

要
す

る
も

の
に

係
る

20
17

年
通

常
国

会
へ

の
法

案
提

出
を

含
む

）

【
論
点
】

○
20

17
年

度
末

に
介

護
療

養
病

床
の

廃
⽌

が
予

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

等
を

踏
ま

え
、

20
16

年
１

⽉
、

厚
⽣

労
働

省
の

「
療

養
病

床
の

在
り

方
等

に
関

す
る

検
討

会
」

に
お

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
の

新
た

な
選

択
肢

が
提

示
さ

れ
た

。
○

今
後

、
社

会
保

障
審

議
会

の
部

会
等

に
お

い
て

、
新

た
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

の
具

体
化

に
向

け
た

議
論

が
進

め
ら

れ
て

い
く

こ
と

に
な

る
。

【
「
平
成
28
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
に
お
け
る
⽅
向
性
】

○
新

た
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

に
つ

い
て

は
、

療
養

病
床

の
地

域
差

の
是

正
と

あ
わ

せ
、

患
者

・
利

⽤
者

の
状

態
像

に
即

し
た

効
率

的
な

医
療

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

で
き

る
も

の
と

す
る

必
要

が
あ

る
。

現
行

の
医

療
療

養
病

床
（
20

対
1）

案
１

医
療

内
包

型
案

２
医

療
外

付
型

現
行

の
特

例
施

設
入

居
者

生
活

介
護

案
１

－
１

案
１

－
２

イ
メ

ー
ジ

利
用

者
像

医
療

区
分

Ⅱ
Ⅲ

を
中

心
医

療
区

分
Ⅰ

を
中

心
、

長
期

の
医

療
・
介

護
が

必
要

医
療

の
必

要
性

が
高

い
医

療
の

必
要

性
が

比
較

的
高

く
、

容
体

が
急

変
す

る
リ

ス
ク

医
療

の
必

要
性

は
多

様
だ

が
、

容
体

は
比

較
的

安
定

医
療

機
能

人
口

呼
吸

や
中

心
静

脈
栄

養
な

ど
の

医
療

喀
痰

吸
引

や
経

管
栄

養
を

中
心

と
し

た
日

常
的

・
継

続
的

な
医

学
管

理
多

様
な

ニ
ー

ズ
に

対
応

す
る

日
常

的
な

医
学

管
理

外
部

の
病

院
・
診

療
所

か
ら

提
供

24
時

間
の

看
取

り
・

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
オ

ン
コ

ー
ル

体
制

に
よ

る
看

取
り

・
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

併
設

す
る

病
院

・
診

療
所

か
ら

の

オ
ン

コ
ー

ル
体

制
に

よ
る

看
取

り
・

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
当

直
体

制
（
夜

間
・
休

日
対

応
）

当
直

体
制

（
夜

間
・
休

日
対

応
）
又

は
オ

ン
コ

ー
ル

体
制

介
護

機
能

介
護

ニ
ー

ズ
は

問
わ

な
い

高
い

介
護

ニ
ー

ズ
に

対
応

多
様

な
介

護
ニ

ー
ズ

に
対

応

＋ 診
療

所
等

・
医

療
療

養
病

床
（
2
0
対

１
）

・
診

療
所

（
有

床
又

は
無

床
）

居
住

ス
ペ

ー
ス

訪
問

診
療

【
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
⽅
針
20
15
（
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
）
】

「
療

養
病

床
に

つ
い

て
は

、
病

床
数

や
平

均
在

院
⽇

数
の

地
域

差
が

⼤
き

い
こ

と
か

ら
、

⼊
院

受
療

率
の

地
域

差
縮

⼩
を

⾏
い

、
地

域
差

の
是

正
を

確
実

に
⾏

う
。

こ
の

た
め

、
慢

性
期

の
医

療
・

介
護

ニ
ー

ズ
に

対
応

す
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

に
つ

い
て

、
医

療
の

内
容

に
応

じ
た

制
度

上
の

⾒
直

し
を

速
や

か
に

検
討

す
る

」

資
料
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【
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
⽅
針
20
15
（
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
）
】

「
改

⾰
に

取
り

組
む

都
道

府
県

を
重

点
的

に
⽀

援
す

る
観

点
か

ら
の

（
略

）
医

療
費

適
正

化
計

画
の

進
捗

状
況

等
を

踏
ま

え
た

⾼
齢

者
医

療
確

保
法

第
14

条
の

診
療

報
酬

の
特

例
の

活
⽤

の
在

り
方

の
検

討
、

（
略

）
都

道
府

県
の

体
制

・
権

限
の

整
備

の
検

討
等

を
通

じ
て

、
都

道
府

県
の

⾏
う

病
床

再
編

や
地

域
差

是
正

の
努

⼒
を

⽀
援

す
る

。
こ

れ
ら

の
施

策
に

つ
い

て
可

能
な

も
の

か
ら

速
や

か
に

実
施

す
る

。
」

医
療

提
供

体
制

の
適

正
化

（
診
療
報
酬
の
特
例
の
活
用
、
都
道
府
県
の
権
限
強
化
）

【
「
平
成
28
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
に
お
け
る
⽅
向
性
】

○
⾼

齢
者

医
療

確
保

法
第

14
条

を
必

要
に

応
じ

て
活

⽤
で

き
る

よ
う

、
実

施
に

当
た

っ
て

の
課

題
を

分
析

し
、

国
に

お
い

て
運

⽤
に

係
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
策

定
す

べ
き

。
○

⺠
間

医
療

機
関

に
対

す
る

他
施

設
へ

の
転

換
命

令
等

を
付

与
す

る
な

ど
、

医
療

保
険

上
の

指
定

に
係

る
都

道
府

県
の

権
限

を
⼀

層
強

化
す

べ
き

。

（
１
）
「
協
議
の
場
」
の
設
置

○
都

道
府

県
は

、
地

域
医

療
構

想
の

実
現

に
向

け
、

医
療

関
係

者
、

保
険

者
等

の
関

係
者

と
の

協
議

を
⾏

う
「

協
議

の
場

」
を

設
置

。
協

議
だ

け
で

は
進

ま
な

い
場

合
、

知
事

が
以

下
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が
可

能
。

（
２
）
都
道
府
県
知
事
が
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
措
置

①
病
院
の
新
規
開
設
・
増
床
へ
の
対
応

○
知

事
は

、
開

設
許

可
の

際
、

不
⾜

し
て

い
る

医
療

機
能

を
担

う
と

い
う

条
件

を
付

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
②

既
存
医
療
機
関
に
よ
る
医
療
機
能
の
転
換
へ
の
対
応

［
医
療
機
関
が
過
剰
な
医
療
機
能
に
転
換
し
よ
う
と
す
る
場
合
］

○
知

事
は

、
医

療
機

関
に

対
し

て
医

療
審

議
会

で
の

説
明

等
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

し
、

や
む

を
得

な
い

事
情

が
な

い
と

認
め

る
時

、
医

療
審

議
会

の
意

⾒
を

聞
い

て
、

転
換

の
中

⽌
を

要
請

（
公

的
医

療
機

関
等

に
は

命
令

）
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

［
協
議
の
場
が
整
わ
ず
、
自
主
的
な
取
組
だ
け
で
は
機
能
分
化
・
連
携
が
進
ま
な
い
場
合
］

○
知

事
は

、
医

療
審

議
会

の
意

⾒
を

聴
い

て
、

不
⾜

し
て

い
る

医
療

機
能

に
係

る
医

療
を

提
供

す
る

こ
と

等
を

要
請

（
公

的
医

療
機

関
等

に
は

指
示

）
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
 厚

生
労

働
省

資
料

を
基

に
作

成

【
論
点
】

○
⾼

齢
者

医
療

確
保

法
第

14
条

に
お

い
て

、
厚

⽣
労

働
⼤

⾂
は

、
医

療
費

適
正

化
の

た
め

に
必

要
な

場
合

、
都

道
府

県
と

の
協

議
を

経
て

、
他

の
都

道
府

県
と

異
な

る
診

療
報

酬
を

設
定

で
き

る
と

い
う

特
例

が
定

め
ら

れ
て

い
る

が
、

実
施

例
は

な
い

。
○

地
域

医
療

構
想

の
実

現
に

当
た

り
、

都
道

府
県

は
、

公
的

医
療

機
関

等
（

公
⽴

病
院

、
厚

⽣
連

、
⽇

⾚
等

）
に

対
し

て
は

、
過

剰
な

医
療

機
能

に
転

換
し

よ
う

と
す

る
病

院
に

対
す

る
転

換
中

⽌
の

命
令

や
、

非
稼

働
病

床
の

削
減

の
命

令
等

を
実

施
で

き
る

が
、

⺠
間

医
療

機
関

に
対

し
て

は
、

命
令

は
で

き
な

い
（

要
請

等
の

み
）

。

③
稼
働
し
て
い
な
い
病
床
の
削
減
の
要
請

○
医

療
計

画
の

達
成

の
推

進
の

た
め

に
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
知

事
は

公
的

医
療

機
関

等
以

外
の

医
療

機
関

に
対

し
て

、
医

療
審

議
会

の
意

⾒
を

聴
い

て
、

稼
働

し
て

い
な

い
病

床
の

削
減

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
現

⾏
法

上
、

公
的

医
療

機
関

等
に

対
し

て
は

、
知

事
が

稼
働

し
て

い
な

い
病

床
の

削
減

を
命

令
で

き
る

。

⇒
【
医
療
機
関
が
上
記
の
要
請
又
は
命
令
・
指
⽰
に
従
わ
な
い
場
合
】

○
知

事
は

勧
告

を
⾏

う
。

勧
告

に
従

わ
な

い
場

合
や

、
公

的
医

療
機

関
が

命
令

・
指

示
に

従
わ

な
い

場
合

、
以

下
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。
イ

医
療

機
関

名
の

公
表

ロ
地

域
医

療
⽀

援
病

院
・

特
定

機
能

病
院

の
不

承
認

・
承

認
の

取
消

し

【
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
改
革
工
程
表
】

・
⾼

齢
者

医
療

確
保

法
第

14
条

の
診

療
報

酬
の

特
例

の
活

⽤
方

策
に

つ
い

て
、

関
係

審
議

会
等

に
お

い
て

検
討

し
、

結
論

。
検

討
の

結
果

に
基

づ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

〔
20

17
年

度
ま

で
〕

・
都

道
府

県
の

体
制

・
権

限
の

在
り

方
に

つ
い

て
、

20
14

年
の

法
律

改
正

で
新

た
に

設
け

た
権

限
の

⾏
使

状
況

等
を

勘
案

し
た

上
で

、
関

係
審

議
会

等
に

お
い

て
検

討
し

、
結

論
。

検
討

の
結

果
に

基
づ

い
て

20
20

年
央

ま
で

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

地
域
医
療
構
想
（
ビ
ジ
ョ
ン
）
を
実
現
す
る
た
め
の
現
⾏
の
仕
組
み

資
料
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65
歳
以
上
医
療
区
分
Ⅰ

（
⼀
般
所
得
）
の
療
養
病
床

そ
の
他

介
護
保
険
施
設

（
⽼
健
・
療
養
病
床
（
多
床
室
）
）

補
⾜

給
付

に
お

け
る

基
準

費
⽤

額

介
護
保
険
施
設

（
特
養
（
多
床
室
）
）

補
⾜

給
付

に
お

け
る

基
準

費
⽤

額

食
費

調
理

費
食

材
費

1,
38

0円

居
住

費
（

光
熱

⽔
費

）
37

0円

1⽇
当

た
り

居
住
費

0円

【
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
⽅
針
20
15
（
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
）
】

「
医

療
・

介
護

を
通

じ
た

居
住

に
係

る
費

⽤
負

担
の

公
平

化
に

つ
い

て
検

討
を

⾏
う

。
」

医
療
・
介

護
を
通

じ
た
居

住
に
係

る
負
担

の
公

平
化

【
論
点
】

【
「
平
成
28
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
に
お
け
る
⽅
向
性
】

○
⼊

院
時

⽣
活

療
養

費
に

つ
い

て
、

在
宅

療
養

等
と

の
公

平
性

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
、

難
病

患
者

・
⼩

児
慢

性
特

定
疾

患
患

者
等

を
除

く
全

て
の

病
床

に
つ

い
て

、
居

住
費

（
光

熱
⽔

費
相

当
）

の
負

担
を

求
め

て
い

く
べ

き
。

食
費

調
理

費
食

材
費

1,
38

0円

居
住

費
（

光
熱

⽔
費

）
32

0円

1⽇
当

た
り

食
費

調
理

費
食

材
費

1,
38

0円

1⽇
当

た
り

○
⼊

院
時

の
⽣

活
療

養
費

に
つ

い
て

、
療

養
病

床
の

う
ち

65
歳

以
上

の
医

療
区

分
Ⅰ

に
該

当
す

る
患

者
（

⼀
般

所
得

）
に

つ
い

て
は

自
己

負
担

が
あ

る
が

、
そ

れ
以

外
に

つ
い

て
は

自
己

負
担

が
な

く
、

在
宅

療
養

等
と

の
公

平
性

が
確

保
さ

れ
て

い
な

い
。

（
参

考
）

27
年

度
医

療
保

険
制

度
改

⾰
に

お
い

て
、

在
宅

療
養

で
も

負
担

す
る

費
⽤

と
し

て
、

食
材

費
相

当
額

に
加

え
、

調
理

費
相

当
額

の
負

担
を

求
め

る
⾒

直
し

を
実

施
。

（
※

）
低

所
得

者
は

引
上

げ
を

⾏
わ

な
い

（
据

え
置

き
）

。
難

病
患

者
、

⼩
児

慢
性

特
定

疾
患

患
者

は
負

担
額

を
据

え
置

く
。

食
費

調
理

費
食

材
費

1,
38

0円

居
住

費
光

熱
⽔

費
室

料
84

0円

1⽇
当

た
り

【
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
改
革
工
程
表
】

・
⼊

院
時

の
光

熱
⽔

費
相

当
額

に
係

る
患

者
負

担
の

⾒
直

し
に

つ
い

て
、

関
係

審
議

会
等

に
お

い
て

検
討

し
、

20
16

年
末

ま
で

に
結

論
→

検
討

の
結

果
に

基
づ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
（

法
改

正
を

要
す

る
も

の
に

係
る

20
17

年
通

常
国

会
へ

の
法

案
提

出
を

含
む

）

資
料

Ⅱ
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【
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
⽅
針
20
15
（
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
）
】

「
か

か
り

つ
け

医
の

普
及

の
観

点
か

ら
の

診
療

報
酬

上
の

対
応

や
外

来
時

の
定

額
負

担
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

」

か
か
り
つ
け
医
普
及
の
観
点
か
ら
の
外
来
時
の
定
額
負
担

【
論
点
】

【
「
平
成
28
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
に
お
け
る
⽅
向
性
】

○
外

来
の

機
能

分
化

と
医

療
保

険
制

度
の

持
続

可
能

性
の

観
点

か
ら

、
か

か
り

つ
け

医
以

外
を

受
診

し
た

場
合

（
地

域
包

括
診

療
料

や
認

知
症

地
域

包
括

診
療

料
が

適
⽤

さ
れ

な
い

場
合

）
に

、
現

⾏
の

定
率

負
担

（
⽉

額
上

限
あ

り
）

に
加

え
、

個
⼈

が
⽇

常
⽣

活
で

通
常

負
担

で
き

る
少

額
の

定
額

負
担

を
導

⼊
す

べ
き

。

○
か

か
り

つ
け

医
の

普
及

に
向

け
て

、
外

来
の

機
能

分
化

を
進

め
る

観
点

か
ら

、
外

来
時

の
患

者
負

担
の

在
り

方
に

つ
い

て
も

⾒
直

す
こ

と
が

必
要

。
○

具
体

的
に

は
、

限
ら

れ
た

医
療

資
源

の
中

で
、

疾
病

等
に

伴
う

⼤
き

な
リ

ス
ク

を
カ

バ
ー

す
る

と
い

う
保

険
の

基
本

機
能

を
⼗

分
に

発
揮

し
つ

つ
、

国
⺠

皆
保

険
制

度
を

維
持

し
て

い
く

観
点

も
踏

ま
え

、
か

か
り

つ
け

医
以

外
を

受
診

し
た

場
合

の
患

者
負

担
に

つ
い

て
、

個
⼈

が
⽇

常
⽣

活
で

通
常

負
担

で
き

る
少

額
の

定
額

負
担

を
導

⼊
す

べ
き

で
は

な
い

か
。

（
参

考
）

フ
ラ

ン
ス

の
外

来
医

療
か

か
り

つ
け

医
を

利
⽤

し
た

場
合

の
自

己
負

担
率

は
30

％
で

あ
る

の
に

対
し

、
か

か
り

つ
け

医
を

利
⽤

し
な

い
場

合
の

自
己

負
担

率
は

原
則

70
％

と
さ

れ
て

い
る

。

［
患
者
負
担
の
イ
メ
ー
ジ
（
受
診
時
定
額
負
担
の
場
合
）
］

定
額
負
担
導
入
後

外
来

医
療

費
＝

初
診

料
（

2,
82

0円
）

＋
検

査
＋

画
像

診
断

+
 処

置
＋

薬
剤

（
処

方
費

、
医

薬
品

費
）

・
定

率
負

担
に

加
え

、
少

額
の

定
額

負
担

・
た

だ
し

、
⽉

額
⼀

定
額

上
限

（
⾼

額
医

療
費

）
の

適
⽤

は
維

持

負 担

外
来

医
療

費

⾼
額

療
養

費

患
者

負
担

公
的

保
険

か
ら

の
給

付

現
⾏
制
度
（
定
額
負
担
導
入
前
）

・
定

率
負

担
（

70
歳

未
満

：
3割

、
70

〜
74

歳
：

原
則

2割
、

75
歳

以
上

：
1割

）
・

た
だ

し
、

⽉
額

⼀
定

額
（

⾼
額

療
養

費
）

を
上

限
（

所
得

に
応

じ
て

8,
00

0円
〜

44
,0

00
(7

0歳
以

上
)、

35
,4

00
円

〜
25

2,
60

0円
＋

医
療

費
の

1％
(7

0歳
未

満
))

6,
00

0円

14
,0

00
円

外
来

医
療

費
20

,0
00

円
の

場
合

少
額
の
定
額
負
担

負 担

外
来

医
療

費

患
者

負
担

外
来

医
療

費
20

,0
00

円
の

場
合

6,
00

0円
＋

定
額

14
,0

00
円

－
定

額

公
的

保
険

か
ら

の
給

付

患
者

負
担

⾼
額

療
養

費

【
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
改
革
工
程
表
】

・
か

か
り

つ
け

医
の

普
及

の
観

点
か

ら
、

か
か

り
つ

け
医

以
外

を
受

診
し

た
場

合
に

お
け

る
定

額
負

担
を

導
⼊

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
関

係
審

議
会

等
に

お
い

て
検

討
し

、
20

16
年

末
ま

で
に

結
論

→
検

討
の

結
果

に
基

づ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

（
法

改
正

を
要

す
る

も
の

に
係

る
20

17
年

通
常

国
会

へ
の

法
案

提
出

を
含

む
）

資
料

Ⅱ
－

１
－

４

20



上
記

は
医

療
費

が
10

0万
円

と
仮

定
し

た
場

合
の

金
額

。
（
※

）
は

後
期

高
齢

者
に

占
め

る
割

合
、

（
注

１
）
４

か
月

目
以

降
は

14
.0

万
円

、
（
注

２
）
４

か
月

目
以

降
は

9.
3万

円
、

（
注

３
）
４

か
月

目
以

降
は

4.
4万

円
、

（
注

４
）
４

か
月

目
以

降
は

2.
5万

円
、

（
注

５
）
年

金
収

入
の

み
の

場
合

、
単

身
世

帯
で

年
金

収
入

15
5万

円
以

下
。

【
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
⽅
針
20
15
（
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
）
】

「
社

会
保

障
制

度
の

持
続

可
能

性
を

中
⻑

期
的

に
⾼

め
る

と
と

も
に

、
世

代
間

・
世

代
内

で
の

負
担

の
公

平
を

図
り

、
負

担
能

⼒
に

応
じ

た
負

担
を

求
め

る
観

点
か

ら
、

医
療

保
険

に
お

け
る

⾼
額

療
養

費
制

度
や

後
期

⾼
齢

者
の

窓
⼝

負
担

の
在

り
方

に
つ

い
て

検
討

す
る

」

高
額

療
養

費
制

度
の
在

り
方

【
論
点
】

○
70

歳
以

上
の

⾼
齢

者
に

つ
い

て
は

、
①

⽉
単

位
の

上
限

額
が

70
歳

未
満

に
比

べ
て

低
額

に
設

定
さ

れ
て

い
る

、
②

外
来

に
つ

い
て

70
歳

未
満

に
は

無
い

更
な

る
特

例
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
な

ど
、

若
年

者
よ

り
も

負
担

が
低

い
状

況
と

な
っ

て
い

る
。

○
負

担
の

公
平

の
観

点
か

ら
、

年
齢

の
み

を
理

由
に

負
担

上
限

に
つ

い
て

異
な

る
取

扱
い

が
さ

れ
て

い
る

⾼
額

療
養

費
制

度
の

⾒
直

し
は

最
優

先
の

課
題

。

【
「
平
成
28
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
に
お
け
る
⽅
向
性
】

○
負

担
能

⼒
に

応
じ

た
適

正
な

負
担

と
す

る
た

め
、

①
⾼

齢
者

の
み

に
設

け
ら

れ
て

い
る

外
来

の
特

例
措

置
を

廃
⽌

し
、

②
⼊

院
・

外
来

を
通

じ
て

、
⾼

齢
者

の
自

己
負

担
の

⽉
額

上
限

を
所

得
⽔

準
に

応
じ

て
現

役
世

代
と

同
じ

⽔
準

へ
と

⾒
直

す
べ

き
。

あ
わ

せ
て

、
③

「
現

役
並

み
所

得
」

の
基

準
に

つ
い

て
、

妥
当

性
の

検
証

・
⾒

直
し

を
⾏

う
べ

き
。

現
役

高
齢

者
（
現

状
）

7
0
歳

未
満

7
0
歳

～
7
4
歳

7
5
歳

以
上

医
療

費
の

自
己

負
担

３
割

負
担

（
就

学
前

２
割

）

２
割

負
担

＊
2
6
年

４
月

以
降

7
0
歳

に
な

る
者

か
ら

（
現

役
並

み
所

得
者

３
割

）

１
割

負
担

（
現

役
並

み
所

得
者

３
割

）

高 額 療 養 費 月 額 上 限

入 院

年
収

約
1
,1

6
0
万

円
～

2
5
.４

万
円

（
注

１
）

現
役

並
所

得
（
年

収
約

3
7
0
万

円
以

上
）

（
6
.6

％
※

）
8
.7

万
円

（
注

3
）

年
収

約
7
7
0
万

円
～

約
1
,1

6
0
万

円
1
7
.2

万
円

（
注

２
）

年
収

約
3
7
0
万

円
～

約
7
7
0
万

円
8
.7

万
円

（
注

３
）

～
年

収
約

3
7
0
万

円
5
.8

万
円

（
注

３
）

一
般

所
得

（
～

年
収

約
3
7
0
万

円
）

（
5
3
.5

％
※

）
4
.4

万
円

住
民

税
非

課
税

3
.5

万
円

（
注

4
）

住
民

税
非

課
税

（
注

５
）

（
2
1
.4

％
※

）
2
.5

万
円

年
金

収
入

8
0
万

円
以

下
等

（
1
8
.5

％
※

）
1
.5

万
円

外 来

年
収

約
3
7
0
万

円
以

上
～

上
記

（
入

院
の

場
合

）
と

同
じ

現
役

並
所

得
4
.4

万
円

～
年

収
約

3
7
0
万

円
一

般
所

得
1
.2

万
円

住
民

税
非

課
税

住
民

税
非

課
税

0
.8

万
円

同
じ

所
得

水
準

の
現

役
よ

り
軽

減

入
院

の
場

合
の

約
1
/
2

【
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
改
革
工
程
表
】

・
外

来
上

限
や

⾼
齢

者
の

負
担

上
限

額
の

在
り

方
な

ど
、

⾼
額

療
養

費
制

度
の

⾒
直

し
に

つ
い

て
、

世
代

間
・

世
代

内
の

負
担

の
公

平
や

負
担

能
⼒

に
応

じ
た

負
担

等
の

観
点

か
ら

、
関

係
審

議
会

等
に

お
い

て
具

体
的

内
容

を
検

討
し

、
20

16
年

末
ま

で
に

結
論

→
検

討
の

結
果

に
基

づ
い

て
速

や
か

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

資
料

Ⅱ
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【
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
⽅
針
20
15
（
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
）
】

「
世

代
間

・
世

代
内

で
の

負
担

の
公

平
を

図
り

、
負

担
能

⼒
に

応
じ

た
負

担
を

求
め

る
観

点
か

ら
、

医
療

保
険

に
お

け
る

⾼
額

療
養

費
制

度
や

後
期

⾼
齢

者
の

窓
⼝

負
担

の
在

り
方

に
つ

い
て

検
討

す
る

と
と

も
に

、
介

護
保

険
に

お
け

る
⾼

額
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

制
度

や
利

⽤
者

負
担

の
在

り
方

等
に

つ
い

て
、

制
度

改
正

の
施

⾏
状

況
も

踏
ま

え
つ

つ
、

検
討

を
⾏

う
。

」

介
護

保
険

に
お
け
る
利

用
者

負
担

の
見

直
し

【
論
点
】

○
⾼

額
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

制
度

に
よ

り
、

介
護

保
険

給
付

に
係

る
利

⽤
者

負
担

額
が

限
度

額
を

超
え

る
場

合
に

超
え

た
⾦

額
が

⾼
額

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
と

し
て

⽀
給

さ
れ

て
い

る
が

、
そ

の
限

度
額

が
医

療
保

険
制

度
（

⾼
額

療
養

費
）

よ
り

も
部

分
的

に
低

く
な

っ
て

お
り

⾒
直

し
が

必
要

。
○

利
⽤

者
負

担
割

合
に

つ
い

て
は

、
制

度
の

持
続

性
確

保
の

観
点

か
ら

２
割

負
担

に
移

⾏
す

る
こ

と
が

必
要

。
平

成
27

年
8⽉

よ
り

、
住

⺠
税

課
税

世
帯

の
う

ち
、

⼀
定

以
上

の
所

得
（

合
計

所
得

⾦
額

16
0万

円
以

上
）

を
有

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
介

護
保

険
給

付
に

係
る

利
⽤

者
負

担
割

合
が

１
割

か
ら

２
割

に
引

き
上

げ
ら

れ
た

が
、

今
後

、
段

階
的

に
、

医
療

保
険

と
の

均
衡

を
踏

ま
え

て
、

65
〜

74
歳

に
つ

い
て

原
則

２
割

負
担

と
し

、
次

に
75

歳
以

上
に

つ
い

て
も

２
割

負
担

と
す

べ
き

。

※
１

対
象
と
な
る
世
帯
に
課
税
所
得
14
5万

円
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者
が
い
る
場
合

※
２

対
象
と
な
る
⾼
齢
者
の
年
収
が
約
1,
16
0万

円
以
上

※
３

対
象
と
な
る
⾼
齢
者
の
年
収
が
約
77
0万

円
以
上
か
つ
約
11
60
万
円
未
満

【
「
平
成
28
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
に
お
け
る
⽅
向
性
】

＜
⾼

額
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

制
度

＞
○

⾼
額

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
制

度
に

つ
い

て
、

⾼
額

療
養

費
と

同
⽔

準
ま

で
利

⽤
者

負
担

限
度

額
を

引
き

上
げ

る
べ

き
。

＜
利

⽤
者

負
担

割
合

（
２

割
負

担
の

対
象

者
の

⾒
直

し
）

①
65

歳
以

上
74

歳
以

下
の

⾼
齢

者
に

つ
い

て
、

医
療

制
度

と
の

均
衡

を
踏

ま
え

、
原

則
２

割
負

担
化

へ
の

⾒
直

し
を

実
施

す
べ

き
。

②
そ

の
上

で
、

医
療

保
険

制
度

に
お

け
る

窓
⼝

負
担

に
係

る
議

論
の

状
況

を
踏

ま
え

つ
つ

、
75

歳
以

上
の

⾼
齢

者
に

つ
い

て
も

、
原

則
２

割
負

担
の

導
⼊

を
検

討
す

べ
き

。

＜
利
⽤
者
負
担
限
度
額
＞

⾼
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

⾼
額
療
養
費

70
歳
以
上

65
歳
以
上
70
歳
未
満

現
役
並
み
所
得
（
上
位
所
得
）

44
,4
00
円
（
世
帯
）
※
１

44
,4
00
円
（
多
数
回
該
当
）

14
0,
10
0円

（
多
数
回
該
当
）
※
２

93
,0
00
円
（
多
数
回
該
当
）
※
３

⼀
般

37
,2
00
円
（
世
帯
）

44
,4
00
円

44
,4
00
円
（
多
数
回
該
当
）

住
⺠
税
非
課
税
等

24
,6
00
円
（
世
帯
）

24
,6
00
円

24
,6
00
円
（
多
数
回
該
当
）

年
⾦
収
入
80
万
円
以
下
等

15
,0
00
円
（
個
人
）

15
,0
00
円

24
,6
00
円
（
多
数
回
該
当
）

⼀
定
以
上
の
所
得

※
４

そ
れ
以
外

２
割
負
担

１
割
負
担

＜
介
護
：
利
⽤
者
負
担
割
合
＞

＜
利
⽤
者
負
担
限
度
額
（
介
護
、
医
療
）
＞

現
役
並
み
所
得

※
５

そ
れ
以
外

75
歳
以
上

３
割
負
担

１
割
負
担

※
６

70
〜
74
歳

３
割
負
担

２
割
負
担

＜
医
療
：
利
⽤
者
負
担
割
合
＞

※
４

合
計
所
得
⾦
額
（
年
⾦
収
入
＋
そ
の
他
所
得
の
合
計
額
）
が
16
0万

円
以
上

※
５

収
入
の
合
計
額
が
、
単
身
世
帯
で
38
3万
円
以
上
、
２
人
以
上
の
世
帯
で
52
0万

円
以
上

※
６

平
成
26
年
4⽉

以
降
に
70
歳
に
な
る
者
か
ら
2割

負
担
を
適
⽤
（
26
年
3⽉

末
ま
で
に
70
歳
に
達
し
て
い
る
者

は
１
割
負
担
）

【
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
改
革
工
程
表
】

・
⾼

額
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

制
度

の
⾒

直
し

に
つ

い
て

、
制

度
改

正
の

施
⾏

状
況

や
⾼

額
療

養
費

と
の

均
衡

の
観

点
も

踏
ま

え
つ

つ
、

関
係

審
議

会
等

に
お

い
て

具
体

的
内

容
を

検
討

し
、

20
16

年
末

ま
で

に
結

論
→

検
討

の
結

果
に

基
づ

い
て

速
や

か
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
・

介
護

保
険

に
お

け
る

利
⽤

者
負

担
の

在
り

方
に

つ
い

て
、

制
度

改
正

の
施

⾏
状

況
や

医
療

保
険

制
度

と
の

均
衡

の
観

点
も

踏
ま

え
つ

つ
、

関
係

審
議

会
等

に
お

い
て

検
討

し
、

20
16

年
末

ま
で

に
結

論
→

関
係

審
議

会
等

に
お

け
る

検
討

の
結

果
に

基
づ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
（

法
改

正
を

要
す

る
も

の
に

係
る

20
17

年
通

常
国

会
へ

の
法

案
提

出
を

含
む

）

資
料

Ⅱ
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協
会

け
ん

ぽ
健

保
組

合
Ａ

健
保

組
合

Ｂ

保
険
料

負
担

保
険
料

負
担

保
険
料

負
担

協
会

け
ん

ぽ
健

保
組

合
Ａ

健
保

組
合

Ｂ

総
報
酬
割

保
険
料
負
担

保
険
料

負
担

保
険
料

負
担

【
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
⽅
針
20
15
（
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
）
】

「
ま

た
、

現
役

被
⽤

者
の

報
酬

⽔
準

に
応

じ
た

保
険

料
負

担
の

公
平

を
図

る
。

こ
の

た
め

、
社

会
保

障
改

⾰
プ

ロ
グ

ラ
ム

法
に

基
づ

く
検

討
事

項
で

あ
る

介
護

納
付

⾦
の

総
報

酬
割

や
そ

の
他

の
課

題
に

つ
い

て
検

討
を

⾏
う

。
」

介
護
納
付
金
の
総
報
酬
割
へ
の
移
行

【
論
点
】

○
第

２
号

被
保

険
者

（
40

〜
64

歳
）

の
保

険
料

は
、

各
医

療
保

険
者

が
徴

収
し

て
い

る
が

（
介

護
納

付
⾦

）
、

こ
れ

を
医

療
保

険
者

間
で

按
分

す
る

際
、

加
⼊

者
数

割
（

⼈
頭

割
）

と
な

っ
て

お
り

、
被

保
険

者
の

負
担

能
⼒

（
総

報
酬

）
に

応
じ

た
も

の
と

な
っ

て
い

な
い

。
こ

の
た

め
、

所
得

⽔
準

の
低

い
保

険
者

の
保

険
料

負
担

を
軽

減
す

る
た

め
に

公
費

負
担

が
投

⼊
さ

れ
て

い
る

。

【
「
平
成
28
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
に
お
け
る
⽅
向
性
】

○
後

期
⾼

齢
者

⽀
援

⾦
と

同
様

、
介

護
納

付
⾦

に
つ

い
て

も
所

得
に

応
じ

た
公

平
な

負
担

と
す

る
観

点
か

ら
、

段
階

的
に

総
報

酬
割

へ
移

⾏
す

べ
き

。
（

注
）

後
期

⾼
齢

者
⽀

援
⾦

に
つ

い
て

は
、

平
成

29
年

度
か

ら
の

全
面

総
報

酬
割

導
⼊

に
向

け
て

、
総

報
酬

割
部

分
が

段
階

的
に

引
き

上
げ

ら
れ

て
い

る
。

健
保
組
合
等

（
0.
9兆

円
）

協
会
け
ん
ぽ

（
0.
9兆

円
）

国
⺠
健
康
保
険

（
0.
8兆

円
）

被 ⽤ 者 保 険

国
費
（
0.
15
兆
円
）

公
費
（
0.
37
兆
円
）

・
国
（
0.
31
兆
円
）

・
都
道
府
県
（
0.
06
兆
円
)

介 護 納 付 ⾦

社 会 保 険 診 療 支 払 基 ⾦

第
１

号
保

険
料

（
65

歳
以

上
）

2.
1兆

円
【

22
％

】

第
２

号
保

険
料

（
40

〜
64

歳
）

2.
6兆

円
【

28
％

】

公
費

4.
7兆

円
【

50
％

】

国
：

2.
2兆

円
地

方
：

2.
5兆

円

※
負

担
割

合
は

原
則

と
し

て
、

・
国

25
％

、
・

都
道

府
県

12
.5

％
、

・
市

町
村

12
.5

％
。

た
だ

し
、

施
設

等
給

付
の

場
合

は
、

・
国

20
％

、
・

都
道

府
県

17
.5

％
・

市
町

村
12

.5
％

介
護
給
付
費
（
9.
4兆

円
）

人
頭
割

（
被

保
険

者
に

応
じ

負
担

）

総
報
酬
割

（
被

⽤
者

保
険

者
間

で
は

報
酬

額
に

比
例

し
て

負
担

）

＜
人
頭
割
か
ら
総
報
酬
割
へ
の
移
⾏
の
イ
メ
ー
ジ
＞

※
協

会
け

ん
ぽ

、
健

保
組

合
A、

健
保

組
合

Bの
加

⼊
者

数
は

同
数

と
仮

定

人
頭
割

総
報

酬

国
庫
負
担

総
報

酬

【
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
改
革
工
程
表
】

・
社

会
保

障
改

⾰
プ

ロ
グ

ラ
ム

法
に

お
け

る
検

討
事

項
で

あ
る

介
護

納
付

⾦
の

総
報

酬
割

導
⼊

に
つ

い
て

、
関

係
審

議
会

等
に

お
い

て
検

討
し

、
20

16
年

末
ま

で
に

結
論 →
検

討
の

結
果

に
基

づ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

（
法

改
正

を
要

す
る

も
の

に
係

る
20

17
年

通
常

国
会

へ
の

法
案

提
出

を
含

む
）

資
料
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【
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
⽅
針
20
15
（
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
）
】

「
次

期
介

護
保

険
制

度
改

⾰
に

向
け

て
、

⾼
齢

者
の

有
す

る
能

⼒
に

応
じ

自
⽴

し
た

⽣
活

を
目

指
す

と
い

う
制

度
の

趣
旨

や
制

度
改

正
の

施
⾏

状
況

を
踏

ま
え

つ
つ

、
軽

度
者

に
対

す
る

⽣
活

援
助

サ
ー

ビ
ス

・
福

祉
⽤

具
貸

与
等

や
そ

の
他

の
給

付
に

つ
い

て
、

給
付

の
⾒

直
し

や
地

域
⽀

援
事

業
へ

の
移

⾏
を

含
め

検
討

を
⾏

う
。

」

軽
度

者
へ
の
福

祉
用

具
貸

与
の
在

り
方

【
論
点
】

○
福

祉
⽤

具
貸

与
は

、
利

⽤
者

の
希

望
・

状
況

等
を

踏
ま

え
て

、
貸

与
の

要
否

・
機

種
選

定
を

ケ
ア

プ
ラ

ン
策

定
の

中
で

決
定

し
て

お
り

、
貸

与
価

格
は

貸
与

業
者

が
提

示
す

る
利

⽤
料

を
保

険
給

付
の

基
準

（
原

則
９

割
を

保
険

給
付

・
１

割
自

己
負

担
）

と
し

て
い

る
。

○
福

祉
⽤

具
貸

与
の

実
態

を
調

査
し

た
と

こ
ろ

（
次

ペ
ー

ジ
）

、
⼀

⼈
当

た
り

貸
与

額
に

⼤
き

な
地

域
差

が
あ

り
（

図
１

）
、

そ
の

要
因

と
し

て
、

①
貸

与
価

格
に

つ
い

て
、

同
⼀

商
品

の
中

で
平

均
貸

与
価

格
の

１
０

倍
超

の
⾼

価
格

で
取

引
さ

れ
て

い
る

例
が

あ
る

な
ど

、
⼤

き
な

ば
ら

つ
き

が
あ

る
こ

と
（

図
２

）
、

②
機

種
の

ス
ペ

ッ
ク

と
要

介
護

度
の

対
応

関
係

に
つ

い
て

も
⼤

き
な

地
域

差
が

あ
り

（
図

３
）

、
ま

た
、

軽
度

者
に

む
し

ろ
⾼

機
能

の
商

品
が

貸
与

さ
れ

て
い

る
よ

う
な

⽤
具

が
あ

る
こ

と
（

図
４

）
、

な
ど

が
明

ら
か

に
な

っ
た

。
○

利
⽤

者
の

状
況

・
AD

Lの
維

持
向

上
の

必
要

度
等

に
応

じ
た

機
種

が
適

正
に

貸
与

さ
れ

る
よ

う
、

ま
た

、
貸

与
事

業
者

の
サ

ー
ビ

ス
競

争
の

促
進

と
適

正
な

価
格

設
定

が
担

保
さ

れ
る

よ
う

、
現

在
の

福
祉

⽤
具

貸
与

の
仕

組
み

に
つ

い
て

、
抜

本
的

な
⾒

直
し

が
必

要
で

は
な

い
か

。
○

ま
た

、
軽

度
者

に
対

す
る

福
祉

⽤
具

貸
与

は
⽇

常
⽣

活
で

通
常

負
担

す
る

費
⽤

の
延

⻑
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
、

住
宅

改
修

（
要

介
護

２
以

下
の

軽
度

者
の

利
⽤

が
８

割
弱

）
は

個
⼈

の
資

産
形

成
で

も
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
る

と
、

介
護

保
険

給
付

を
中

重
度

者
に

重
点

化
す

る
観

点
、

貸
与

事
業

者
間

の
適

正
な

価
格

・
サ

ー
ビ

ス
競

争
を

促
す

観
点

か
ら

、
軽

度
者

を
中

⼼
に

、
利

⽤
者

負
担

の
在

り
方

に
つ

い
て

も
⾒

直
し

が
必

要
で

は
な

い
か

。

【
「
平
成
28
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
に
お
け
る
⽅
向
性
】

①
貸

与
価

格
の

⾒
直

し
：

福
祉

⽤
具

貸
与

に
つ

い
て

、
対

象
品

目
の

希
望

⼩
売

価
格

等
か

ら
減

価
償

却
期

間
等

を
考

慮
し

て
算

定
し

た
標

準
的

な
利

⽤
料

を
基

準
貸

与
価

格
と

し
て

設
定

す
る

（
住

宅
改

修
に

つ
い

て
も

、
⼯

事
実

勢
価

格
等

を
ベ

ー
ス

に
同

様
の

仕
組

み
と

す
る

）
。

真
に

有
効

・
必

要
な

附
帯

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、

厳
格

な
要

件
の

下
に

、
貸

与
価

格
と

は
分

け
て

標
準

的
な

保
守

管
理

サ
ー

ビ
ス

等
を

別
途

評
価

す
る

枠
組

み
を

検
討

し
、

事
業

者
間

の
適

正
な

競
争

を
促

進
す

る
。

ま
た

、
⾏

政
や

利
⽤

者
に

と
っ

て
取

引
価

格
や

製
品

性
能

等
が

比
較

可
能

と
な

る
よ

う
情

報
開

示
（

⾒
え

る
化

）
を

進
め

る
。

②
貸

与
機

種
の

ス
ペ

ッ
ク

の
在

り
方

の
⾒

直
し

：
利

⽤
者

の
状

況
・

AD
Lの

維
持

向
上

の
必

要
度

等
に

⾒
合

っ
た

貸
与

品
の

選
定

を
推

進
す

る
た

め
、

要
介

護
区

分
ご

と
に

標
準

的
な

貸
与

対
象

品
目

を
決

定
し

、
そ

の
範

囲
内

で
貸

与
品

を
選

定
す

る
仕

組
み

を
導

⼊
す

る
。

③
負

担
の

あ
り

方
の

⾒
直

し
：

介
護

保
険

給
付

を
中

重
度

者
に

重
点

化
す

る
観

点
、

⺠
間

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
の

価
格

・
サ

ー
ビ

ス
競

争
を

促
す

観
点

か
ら

、
原

則
自

己
負

担
（

⼀
部

補
助

）
と

し
、

軽
度

者
の

福
祉

⽤
具

貸
与

に
係

る
保

険
給

付
の

割
合

を
⼤

幅
に

引
き

下
げ

る
。

【
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
改
革
工
程
表
】

・
軽

度
者

に
係

る
⽣

活
援

助
、

福
祉

⽤
具

貸
与

及
び

住
宅

改
修

に
係

る
負

担
の

在
り

方
に

つ
い

て
、

関
係

審
議

会
等

に
お

い
て

検
討

し
、

20
16

年
末

ま
で

に
結

論
→

検
討

の
結

果
に

基
づ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
（

法
改

正
を

要
す

る
も

の
に

係
る

20
17

年
通

常
国

会
へ

の
法

案
提

出
を

含
む

）
・

軽
度

者
に

係
る

福
祉

⽤
具

貸
与

及
び

住
宅

改
修

に
係

る
給

付
の

適
正

化
に

つ
い

て
、

地
域

差
の

是
正

の
観

点
も

踏
ま

え
つ

つ
、

関
係

審
議

会
等

に
お

い
て

具
体

的
内

容
を

検
討

し
、

20
16

年
末

ま
で

に
結

論
→

検
討

の
結

果
に

基
づ

い
て

速
や

か
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る

資
料
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〔
参

考
〕

福
祉

用
具

貸
与

に
お
け
る
地

域
差

等
の
ば
ら
つ
き

（
平
成
2
7
年
財
務
省
調
査
結
果
）

3,
11
2円

4,
09
2円

2,
00

0円

2,
50

0円

3,
00

0円

3,
50

0円

4,
00

0円

4,
50

0円

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

⻑ 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

⼤ 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 ⼝ 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

⾼ 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

⻑ 崎 県

熊 本 県

⼤ 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

全
国
平
均
：
3,
61
1円

都
道

府
県

別
の

⼀
⼈

当
た

り
平

均
実

質
貸

与
額

（
平

均
貸

与
額

を
消

費
者

物
価

指
数

で
実

質
化

）
の
最
⾼
（
沖
縄
県
）

と
最
低
（
新

潟
県
）

に
は
３
割
以
上
の
地
域
差

が
存

在
す

る
。

【
出

典
】

厚
⽣

労
働

省
「

平
成

26
年

度
介

護
給

付
費

実
態

調
査

報
告

」
、

総
務

省
「

消
費

者
物

価
指

数
」

＜
図
１
＞
都
道
府
県
別
の
⼀
人
当
た
り
平
均
実
質
貸
与
額

＜
図
２
＞
個
別
貸
与
品
の
取
引
価
格
の
分
布

代
表

的
な

品
目

に
つ

い
て

、
個

別
品

目
ご

と
の

貸
与

価
格

を
詳

細
に

調
査

す
る

と
、
平
均
貸
与
価
格
の
10
倍
超
の
価
格

の
取

引
が

散
⾒

さ
れ

、
中

に
は
１
ヶ
⽉
の
貸
与
価
格
が
販
売
価
格
を
上
回
る

事
例

も
存

在
す

る
。

59
7円

7,
18
0円

12
.0
倍

＜
平
均
貸
与
価
格
＞

＜
最
⾼
価
格
＞

【
出

典
】

介
護

保
険

総
合

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

か
ら

抽
出

し
た

平
成

27
年

3⽉
審

査
分

の
給

付
デ

ー
タ

を
基

に
財

務
省

に
て

試
算

ス
ロ
ー
プ
〔
商
品
Ａ
〕

（
販
売
価
格
5千

円
程
度
）

8,
80
3円

10
0,
00
0円

11
.4
倍

＜
平
均
貸
与
価
格
＞

＜
最
⾼
価
格
＞

介
護
⽤
ベ
ッ
ド
〔
商
品
Ｂ
〕

（
販
売
価
格
18
万
円
程
度
）

＜
図
４
＞
価
格
帯
ご
と
の
貸
与
取
引
に
占
め
る
重
度
者
・
軽
度
者
の
割
合

⼀
部

の
品

目
で

は
、
軽
度
者
（
要
介
護
２
以
下
）
の
⽅
が
重
度
者
よ
り
も
⾼
価
格
品
を
利
⽤
し
て
い
る
事
例

が
存

在
す

る
。

重
度
者

64
.3
%

重
度
者

21
.3
%

重
度
者

25
.7
%

軽
度
者

35
.7
%

軽
度
者

78
.7
%

軽
度
者

74
.3
%

手
す
り
【
低
価
格
】

（
販
売
価
格
：
5万

円
程
度

平
均
貸
与
価
格
：
2千

円
程
度
）

手
す
り
【
通
常
価
格
】

（
販
売
価
格
：
6万

円
程
度

平
均
貸
与
価
格
：
3千

円
程
度
）

手
す
り
【
⾼
価
格
】

（
販
売
価
格
：
11
万
円
程
度

平
均
貸
与
価
格
：
5千

円
程
度
）

＜
図
３
＞
⾼
性
能
・
機
能
を
持
つ
福
祉
⽤
具
の
貸
与
に
占
め
る
軽
度
者
の
割
合

⾼
性

能
・

機
能

を
持

つ
⾞

い
す

貸
与

に
関

す
る

軽
度

者
の

利
⽤

割
合

に
⼤

き
な

地
域

差
が

存
在

。
軽
度
者
の
利
⽤
が
全
く
な
い
地
域

も
あ

れ
ば

、
全

利
⽤

者
に

占
め

る
軽
度
者
の
割
合
が
８
割
超

と
な

っ
て

い
る

地
域

も
あ

る
。

【
出

典
】

介
護

保
険

総
合

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

か
ら

抽
出

し
た

平
成

27
年

3⽉
審

査
分

の
給

付
デ

ー
タ

を
基

に
財

務
省

に
て

試
算

0.
0%

20
.0

%

40
.0

%

60
.0

%

80
.0

%

10
0.

0%

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

⻑ 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

⼤ 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 ⼝ 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

⾼ 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

⻑ 崎 県

熊 本 県

⼤ 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

徳 島 県

佐 賀 県

【
出

典
】

介
護

保
険

総
合

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

か
ら

抽
出

し
た

平
成

27
年

3⽉
審

査
分

の
給

付
デ

ー
タ

を
基

に
財

務
省

に
て

試
算

山 形 県

新 潟 県

福 井 県

資
料

Ⅱ
－

１
－

９
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0%20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

要
介
護
１

要
介
護
２

要
介
護
３

要
介
護
４

要
介
護
５

【
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
⽅
針
20
15
（
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
）
】

「
次

期
介

護
保

険
制

度
改

⾰
に

向
け

て
、

⾼
齢

者
の

有
す

る
能

⼒
に

応
じ

自
⽴

し
た

⽣
活

を
目

指
す

と
い

う
制

度
の

趣
旨

や
制

度
改

正
の

施
⾏

状
況

を
踏

ま
え

つ
つ

、
軽

度
者

に
対

す
る

⽣
活

援
助

サ
ー

ビ
ス

・
福

祉
⽤

具
貸

与
等

や
そ

の
他

の
給

付
に

つ
い

て
、

給
付

の
⾒

直
し

や
地

域
⽀

援
事

業
へ

の
移

⾏
を

含
め

検
討

を
⾏

う
。

」

軽
度

者
へ
の
生

活
援

助
の
在

り
方

【
論
点
】

○
要

介
護

者
に

対
す

る
訪

問
介

護
は

「
⾝

体
介

護
」

と
「

⽣
活

援
助

」
に

分
け

ら
れ

る
が

、
要

介
護

５
で

は
、

⽣
活

援
助

の
み

の
利

⽤
件

数
は

全
件

数
の

５
％

未
満

で
あ

る
の

に
対

し
、

軽
度

の
要

介
護

者
（

要
介

護
１

・
２

）
で

は
、

⽣
活

援
助

の
み

の
利

⽤
件

数
が

全
件

数
の

概
ね

４
割

と
な

っ
て

い
る

。
○

⽣
活

援
助

の
内

容
は

、
掃

除
の

占
め

る
割

合
が

最
も

多
く

、
次

に
⼀

般
的

な
調

理
・

配
膳

が
多

い
。

〇
こ

れ
ら

の
在

宅
サ

ー
ビ

ス
に

は
多

く
の

⺠
間

企
業

が
自

由
参

⼊
し

て
い

る
が

、
介

護
報

酬
に

定
め

ら
れ

た
公

表
価

格
を

下
回

る
価

格
を

設
定

し
て

い
る

事
業

者
は

ほ
と

ん
ど

な
く

、
価

格
競

争
は

⾏
わ

れ
て

い
な

い
。

【
「
平
成
28
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
に
お
け
る
⽅
向
性
】

○
軽

度
者

に
対

す
る

⽣
活

援
助

は
、

⽇
常

⽣
活

で
通

常
負

担
す

る
費

⽤
で

あ
り

、
介

護
保

険
給

付
を

中
重

度
者

に
重

点
化

す
る

観
点

、
⺠

間
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
価

格
・

サ
ー

ビ
ス

競
争

を
促

す
観

点
か

ら
、

原
則

自
己

負
担

（
⼀

部
補

助
）

の
仕

組
み

に
切

り
替

え
る

べ
き

。

【
出

典
】

厚
⽣

労
働

省
「

平
成

26
年

度
介

護
給

付
費

実
態

調
査

」
身
体
介
護

⽣
活
援
助

＜
訪
問
介
護
の
件
数
（
サ
ー
ビ
ス
類
型
別
の
構
成
比
）
＞

【
出

典
】

厚
⽣

労
働

省
「

平
成

24
年

度
介

護
サ

ー
ビ

ス
施

設
・

事
業

所
調

査
」

⽣
活
援
助

身
体
介
護
＋

⽣
活
援
助

身
体
介
護

＜
訪
問
介
護
【
要
介
護
１
】
の
提
供
内
容
の
構
成
割
合
（
複
数
回
答
）
＞

【
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
改
革
工
程
表
】

・
軽

度
者

に
対

す
る

⽣
活

援
助

サ
ー

ビ
ス

や
そ

の
他

の
給

付
の

在
り

方
に

つ
い

て
、

関
係

審
議

会
等

に
お

い
て

検
討

し
、

20
16

年
末

ま
で

に
結

論
・

軽
度

者
に

係
る

⽣
活

援
助

、
福

祉
⽤

具
貸

与
及

び
住

宅
改

修
に

係
る

負
担

の
在

り
方

に
つ

い
て

、
関

係
審

議
会

等
に

お
い

て
検

討
し

、
20

16
年

末
ま

で
に

結
論

→
検

討
の

結
果

に
基

づ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

（
法

改
正

を
要

す
る

も
の

に
係

る
20

17
年

通
常

国
会

へ
の

法
案

提
出

を
含

む
）

資
料

Ⅱ
－

１
－
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【
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
⽅
針
20
15
（
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
）
】

「
市

販
品

類
似

薬
に

係
る

保
険

給
付

に
つ

い
て

、
公

的
保

険
の

役
割

、
セ

ル
フ

メ
デ

ィ
ケ

ー
シ

ョ
ン

推
進

、
患

者
や

医
療

現
場

へ
の

影
響

等
を

考
慮

し
つ

つ
、

⾒
直

し
を

検
討

す
る

。
」

市
販
品
類
似
薬
に
係
る
保
険
給
付
の
見
直
し

【
論
点
】

○
市

販
品

と
同

⼀
の

有
効

成
分

の
薬

で
も

､医
療

機
関

で
処

方
さ

れ
れ

ば
､低

い
自

己
負

担
で

購
⼊

が
可

能
な

ケ
ー

ス
が

あ
る

｡
○

諸
外

国
と

比
較

し
て

も
、

我
が

国
に

お
け

る
市

販
品

使
⽤

割
合

は
低

位
で

あ
り

、
セ

ル
フ

メ
デ

ィ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
⼗

分
進

ん
で

い
な

い
。

【
「
平
成
28
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
に
お
け
る
⽅
向
性
】

○
市

販
品

類
似

薬
に

つ
い

て
､公

平
性

の
確

保
や

セ
ル

フ
メ

デ
ィ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

推
進

の
観

点
か

ら
、

①
ス

イ
ッ

チ
OT

C化
さ

れ
た

医
療

⽤
医

薬
品

に
係

る
保

険
償

還
率

を
引

き
下

げ
る

と
と

も
に

、
②

⻑
ら

く
市

販
品

と
し

て
定

着
し

た
OT

C類
似

医
薬

品
（

ビ
タ

ミ
ン

剤
、

う
が

い
薬

、
湿

布
、

目
薬

や
い

わ
ゆ

る
漢

方
薬

な
ど

の
う

ち
⻑

ら
く

市
販

品
と

し
て

定
着

し
た

銘
柄

）
に

つ
い

て
は

、
処

方
の

目
的

や
方

法
に

か
か

わ
ら

ず
保

険
給

付
外

と
す

べ
き

。

⼀
人
当
た
り
薬
剤
費
に
占
め
る
市
販
医
薬
品
費
の
割
合

市
販
品
と
医
療
⽤
医
薬
品
の
比
較

区
分

市
販

品
類

似
薬

医
療

⽤
医

薬
品

名
称

価
格

名
称

薬
価

自
己

負
担

(薬
価

3割
)

①
湿
布

Ａ
95

0円
Ａ

Ａ
70

円
20

円
②

漢
⽅
薬

Ｂ
1,

29
6円

Ｂ
Ｂ

28
0円

80
円

③
目
薬

Ｃ
1,

31
7円

Ｃ
Ｃ

1,
44

0円
43

0円
※

1
各

区
分

に
お

け
る

市
販

品
と

医
療

用
医

薬
品

は
、

い
ず

れ
も

同
一

の
有

効
成

分
を

含
ん

で
い

る
。

た
だ

し
、

同
一

の
有

効
成

分
を

含
ん

で
い

る
市

販
薬

で
あ

っ
て

も
、

医
療

用
医

薬
品

の
効

能
・
効

果
や

用
法

・
用

量
が

異
な

る
場

合
が

あ
る

こ
と

に
は

留
意

が
必

要
。

※
2

市
販

品
の

価
格

は
、

メ
ー

カ
ー

希
望

小
売

価
格

。
※

3
医

療
用

医
薬

品
の

価
格

に
つ

い
て

は
市

販
品

と
同

じ
数

量
に

つ
い

て
、

病
院

・
診

療
所

で
処

方
箋

を
発

行
し

て
も

ら
い

、
薬

局
で

購
入

し
た

場
合

の
価

格
で

あ
り

、
別

途
再

診
料

、
処

方
料

、
調

剤
料

等
が

か
か

る
。

※
4

医
療

用
医

薬
品

に
つ

い
て

は
、

医
療

保
険

の
適

用
と

な
り

、
７

割
が

保
険

で
賄

わ
れ

る
た

め
、

患
者

負
担

は
原

則
３

割
と

な
る

。

（
出

典
）
O

E
C

D
「
H

E
A

L
T

H
 A

T
 A

 G
L
A

N
C

E
 2

0
1
3
」

薬
剤

費
の

内
、

O
T

C
薬

品
費

用
の

デ
ー

タ
が

判
明

し
て

い
る

国
を

全
て

抜
粋

。
（
注

）
一

人
あ

た
り

薬
剤

費
は

、
病

院
・
診

療
所

等
内

で
消

費
さ

れ
て

い
る

薬
剤

費
を

除
い

て
い

る
。

9.
8%10

.4
%

11
.1

%13
.9

%
14

.3
%

14
.7

%16
.5

%
16

.7
%

17
.4

%
18

.6
%

18
.8

%
20

.5
%

20
.9

%
21

.6
%

21
.6

%
22

.6
%26

.1
%

26
.6

%
28

.0
%

34
.7

%
41

.4
%

0%
5%

10
%

15
%

20
%

25
%

30
%

35
%

40
%

45
%

カ
ナ

ダ
ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン

ド
ド

イ
ツ

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

ア
メ

リ
カ

合
衆

国
日

本
ス

イ
ス

フ
ラ

ン
ス

ス
ロ

ベ
ニ

ア
デ

ン
マ

ー
ク

エ
ス

ト
ニ

ア
韓

国
オ

ー
ス

ト
リ

ア
チ

ェ
コ

ス
ペ

イ
ン

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

チ
リ

ベ
ル

ギ
ー

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
ア

イ
ス

ラ
ン

ド
ポ

ー
ラ

ン
ド

［
参

考
］

ビ
タ

ミ
ン

剤
に

つ
い

て
は

20
12

（
H2

4）
年

度
か

ら
単

な
る

栄
養

補
給

目
的

で
の

使
⽤

が
、

う
が

い
薬

に
つ

い
て

は
20

14
（

H2
6）

年
度

か
ら

う
が

い
薬

の
み

の
処

方
が

、
そ

れ
ぞ

れ
保

険
適

⽤
か

ら
除

外
さ

れ
て

い
る

。

【
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
改
革
工
程
表
】

・
ス

イ
ッ

チ
OT

C化
さ

れ
た

医
療

⽤
医

薬
品

に
係

る
保

険
償

還
率

の
在

り
方

に
つ

い
て

、
関

係
審

議
会

等
に

お
い

て
検

討
し

、
20

16
年

末
ま

で
に

結
論

→
検

討
の

結
果

に
基

づ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

（
法

改
正

を
要

す
る

も
の

に
係

る
20

17
年

通
常

国
会

へ
の

法
案

提
出

を
含

む
）

・
公

的
保

険
給

付
の

範
囲

の
⾒

直
し

や
医

薬
品

の
適

正
使

⽤
の

観
点

等
か

ら
、

平
成

28
年

度
診

療
報

酬
改

定
に

お
い

て
、

⻑
ら

く
市

販
品

と
し

て
定

着
し

た
OT

C類
似

薬
を

保
険

給
付

外
と

す
る

こ
と

等
に

つ
い

て
、

そ
の

具
体

的
内

容
を

検
討

し
、

結
論

資
料
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〔
参
考
〕
医
薬
品
に
係
る
保
険
給
付
の
在
り
方
に
つ
い
て

（
出

所
）

厚
⽣

労
働

省
「

医
療

保
障

制
度

に
関

す
る

国
際

関
係

資
料

に
つ

い
て

」
「

第
47

回
社

会
保

障
審

議
会

医
療

保
険

部
会

資
料

」
、

医
療

経
済

研
究

機
構

「
薬

剤
使

⽤
状

況
等

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
」

等
よ

り
作

成

【
薬
剤
に
係
る
自
己
負
担
に
つ
い
て
の
国
際
比
較
】

制
度

類
型

薬
剤

に
係

る
自

己
負

担
（

参
考

）
国

⺠
負

担
率

日
本

社
会

保
険

方
式

※
１

・
原

則
３

割
（

義
務

教
育

就
学

前
：

２
割

、
70

〜
74

歳
：

２
割

、
75

歳
以

上
：

１
割

）
43

.4
％

（
20

15
年

度
）

ド
イ
ツ

社
会

保
険

方
式

※
２

・
10

％
定

率
負

担
（

各
薬

剤
に

つ
き

上
限

10
ユ

ー
ロ

、
下

限
5ユ

ー
ロ

）
（

注
）

参
照

価
格

（
償

還
限

度
額

）
が

設
定

さ
れ

た
医

薬
品

の
場

合
は

、
限

度
額

を
超

え
た

額
は

自
己

負
担

52
.2

％
（

20
12

年
）

フ
ラ
ン
ス

社
会

保
険

方
式

※
１

・
以

下
を

加
重

平
均

し
た

自
己

負
担

率
：

34
％

-
抗

が
ん

剤
等

の
代

替
薬

の
な

い
⾼

額
な

医
薬

品
：

0％
-

⼀
般

薬
剤

：
35

％
-

胃
薬

等
：

70
％

-
有

⽤
度

の
低

い
と

判
断

さ
れ

た
薬

剤
：

85
％

-
ビ

タ
ミ

ン
剤

や
強

壮
剤

：
10

0％
（

注
）

参
照

価
格

（
償

還
限

度
額

）
が

設
定

さ
れ

た
医

薬
品

の
場

合
は

、
限

度
額

を
超

え
た

額
は

自
己

負
担

65
.7

％
（

20
12

年
）

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

税
方

式
※

３
・

90
0ク

ロ
ー

ナ
ま

で
は

全
額

自
己

負
担

、
よ

り
⾼

額
の

薬
剤

に
つ

い
て

も
⼀

定
の

自
己

負
担

割
合

を
設

定
（

注
）

上
限

は
年

間
2,

20
0ク

ロ
ー

ナ
56

.1
％

（
20

12
年

）

イ
ギ
リ
ス

税
方

式
※

３
・

処
方

１
件

：
8.

05
ポ

ン
ド

（
⾼

齢
者

、
低

所
得

者
、

妊
婦

等
に

つ
い

て
は

免
除

あ
り

）
46

.7
％

（
20

12
年

）

ア
メ
リ
カ

社
会

保
険

方
式

※
４

・
保

険
の

種
類

や
契

約
内

容
等

に
応

じ
相

違
（

注
）

メ
デ

ィ
ケ

ア
（

任
意

加
⼊

）
の

場
合

-
31

0ド
ル

ま
で

は
全

額
自

己
負

担
、

よ
り

⾼
額

な
薬

剤
に

つ
い

て
も

⼀
定

の
自

己
負

担
割

合
を

設
定

31
.1

％
（

20
12

年
）

（
※

１
）

国
⺠

皆
保

険
（

※
２

）
国

⺠
の

約
87

％
が

加
⼊

（
※

３
）

全
居

住
者

を
対

象
（

※
４

）
65

歳
以

上
の

⾼
齢

者
及

び
障

害
者

等
を

対
象

と
す

る
メ

デ
ィ

ケ
ア

と
⼀

定
の

条
件

を
満

た
す

低
所

得
者

を
対

象
と

す
る

メ
デ

ィ
ケ

イ
ド

○
フ

ラ
ン

ス
で

は
、

医
薬

品
の

治
療

上
の

貢
献

度
・

有
⽤

性
に

応
じ

、
段

階
的

な
自

己
負

担
割

合
（

保
険

償
還

率
）

が
設

定
さ

れ
て

い
る

ほ
か

、
ド

イ
ツ

と
同

様
、

参
照

価
格

（
償

還
限

度
額

）
制

度
が

採
⽤

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
等

に
お

い
て

は
、

医
薬

品
の

種
類

に
か

か
わ

ら
ず

、
⼀

定
額

以
下

は
全

額
自

己
負

担
と

さ
れ

て
い

る
な

ど
、

相
応

の
自

己
負

担
を

求
め

る
枠

組
み

が
採

⽤
さ

れ
て

い
る

。

○
我

が
国

に
お

い
て

も
、

公
的

保
険

給
付

の
範

囲
の

⾒
直

し
や

薬
剤

の
適

正
使

⽤
の

観
点

等
か

ら
、

諸
外

国
の

制
度

も
踏

ま
え

、
医

薬
品

に
係

る
保

険
給

付
の

在
り

方
を

⾒
直

し
、

全
体

と
し

て
保

険
償

還
率

を
引

き
下

げ
る

こ
と

を
検

討
す

べ
き

で
は

な
い

か
。
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【
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
⽅
針
20
15
（
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
）
】

「
社

会
保

障
制

度
の

持
続

可
能

性
を

中
⻑

期
的

に
⾼

め
る

と
と

も
に

、
世

代
間

・
世

代
内

で
の

負
担

の
公

平
を

図
り

、
負

担
能

⼒
に

応
じ

た
負

担
を

求
め

る
観

点
か

ら
、

医
療

保
険

に
お

け
る

⾼
額

療
養

費
制

度
や

後
期

⾼
齢

者
の

窓
⼝

負
担

の
在

り
方

に
つ

い
て

検
討

す
る

」

医
療
保
険
に
お
け
る
後
期
高
齢
者
の
窓
口
負
担
の
在
り
方

【
論
点
】

○
⾼

齢
者

の
定

率
の

窓
⼝

負
担

は
、

原
則

と
な

る
負

担
率

が
１

割
ま

た
は

２
割

と
、

現
役

世
代

の
３

割
よ

り
も

軽
減

さ
れ

て
い

る
。

【
「
平
成
28
年
度
予
算
の
編
成
等
に
関
す
る
建
議
」
に
お
け
る
⽅
向
性
】

○
70

歳
〜

74
歳

の
定

率
窓

⼝
負

担
を

段
階

的
に

１
割

か
ら

２
割

に
引

き
上

げ
て

い
る

現
在

の
取

組
を

連
続

的
に

延
伸

す
る

観
点

か
ら

、
20

19
（

H3
1）

年
度

以
降

に
新

た
に

75
歳

以
上

と
な

る
者

に
つ

い
て

２
割

負
担

を
維

持
す

べ
き

。
ま

た
、

20
19

（
H3

1）
年

度
時

点
で

既
に

75
歳

以
上

と
な

っ
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

、
数

年
か

け
て

段
階

的
に

２
割

負
担

に
引

き
上

げ
る

べ
き

。

７
０

歳

２
割

負
担

２
割

負
担

2
0
1
4
（
H

2
6
）
年

４
月

以
降

7
0
歳

に
な

る
者

か
ら

段
階

的
に

２
割

、
そ

の
他

は
１

割

３
割

負
担

１
割

負
担

７
５

歳
３

割
負

担

現
役

並
み

所
得

者
一

般
・
低

所
得

者

○
20

19
（

H3
1）

年
度

以
降

新
た

に
75

歳
に

な
る

者
・

現
在

の
取

組
を

連
続

的
に

延
伸

し
、

２
割

負
担

を
維

持

○
20

19
（

H3
1）

年
度

時
点

で
既

に
75

歳
の

者
・

20
19

年
度

以
降

、
１

割
負

担
か

ら
２

割
負

担
へ

数
年

か
け

て
段

階
的

に
引

上
げ

【
⾒

直
し

の
考

え
方

】

６
歳

（
義

務
教

育
就

学
前

）

【
経
済
・
財
政
再
⽣
計
画
改
革
工
程
表
】

・
医

療
保

険
に

お
け

る
後

期
⾼

齢
者

の
窓

⼝
負

担
の

在
り

方
に

つ
い

て
、

70
歳

か
ら

74
歳

の
窓

⼝
負

担
の

段
階

的
な

引
上

げ
の

実
施

状
況

等
も

踏
ま

え
つ

つ
、

関
係

審
議

会
等

に
お

い
て

検
討

し
、

結
論

〔
20

18
年

度
ま

で
〕
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「
東
京
都
国
民
健
康
保
険
特
別
調
整
交
付
金
」 

の
異
常

東
京
社
会
保
障
推
進
協
議
会
事
務
局
長
　  

寺
川   

慎
二

24

　
国
民
健
康
保
険
に
は
都
道
府
県
が
交

付
す
る
「
調
整
交
付
金
」
と
い
う
制
度

が
あ
り
、
規
模
は
保
険
給
付
費
の
９
％

相
当
額
で
す
。
東
京
都
の
場
合
２
０
１

５
年
度
は
、
約
６
５
３
億
円
（
８
・

３
％
）
が
「
普
通
調
整
交
付
金
」
と
し

て
「
区
市
町
村
間
の
医
療
水
準
や
所
得

水
準
の
調
整
」
に
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

約
57
億
円
（
０
・
７
％
）
が
「
特
別
調

整
交
付
金
（
以
下
、
交
付
金
）」
と
し

て
「
①
特
定
健
査
に
係
る
成
績
良
好
、

②
収
納
率
向
上
の
取
り
組
み
成
績
良
好
、

③
保
険
料
の
適
正
な
応
益
割
合
確
保
、

④
レ
セ
プ
ト
点
検
の
効
果
」
に
交
付
さ

収納率向上に係る取組成績別交付算定項目

収納率部門
現年分収納率　 現年分収納率伸び率

滞納繰越分収納率 滞納繰越分収納率伸び率

滞納処分部門
差押え件数 差押え割合

被保険者資格証明書の発行割合

平成27年度東京都国民健康保険特別調整交付金算定基準

表１

自
治
体
を
滞
納
処
分・差
押
え
競
争
に
駆
り
立
て
る

30



25

れ
ま
す
。
問
題
は
「
②
収
納
率
向
上
の

取
り
組
み
成
績
良
好
」
で
の
交
付
基
準

で
す
。

差
押
え
や
資
格
書
発
行
で

年
間
35
億
円
も
交
付
金
を
自
治
体
に

　
交
付
基
準
で
は
、「
収
納
率
、
口
座
振

替
率
が
高
い
、
差
押
え
件
数
が
多
い
な

ど
、
客
観
的
な
観
点
か
ら
収
納
率
向
上

に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
」
と
し
て
表
１
の
よ
う
に

被
保
険
者
規
模
別
の
基
準
を
設
け
て
、

平
成
27
年
度
交
付
実
績
で
は
、
都
内
62

自
治
体
で
交
付
を
受
け
た
自
治
体
は
59

自
治
体
で
総
額
約
35
億
円
に
上
り
ま
す
。

１
億
円
を
超
え
る
交
付
金
を
受
け
た
自

治
体
も
11
自
治
体
あ
り
、「
交
付
金
を
多

く
も
ら
う
た
め
に
今
後
も
差
押
え
を
強

化
す
る
」
と
公
言
す
る
区
も
あ
り
ま
す
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
曲
解
、
差
押
え
、

資
格
書
発
行
競
争
で
自
治
体
を
煽
る

　
「
都
道
府
県
調
整
交
付
金
配
分
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
で
特
別
調
整
交
付
金
に
つ

い
て
は
「
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
国
保

財
政
安
定
化
の
た
め
の
取
組
を
推
進
さ

せ
る
こ
と
」
と
し
て
、
医
療
費
適
正
化

に
向
け
た
取
り
組
み
の
１
つ
と
し
て
収

納
率
向
上
に
係
る
特
別
対
策
事
業
を
交

付
基
準
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
ま
す
が
、

上
記
表
２
の
よ
う
に
、
東
京
都
以
外
で

は
、
差
押
件
数
３
県
、
差
押
え
割
合
０

県
、
資
格
証
明
書
発
行
割
合
０
県
で
す
。

　
こ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
で
、
住
民
に

寄
り
添
っ
て
生
活
実
態
を
つ
か
み
、
丁

寧
な
納
付
相
談
を
行
っ
て
い
れ
ば
差
押

え
の
件
数
、
資
格
証
明
書
の
発
行
な
ど

は
増
え
ま
せ
ん
。
東
京
都
の
自
治
体
で

も
差
押
え
件
数
が
滞
納
世
帯
比
で
１
％

未
満
が
17
自
治
体
、
３
％
未
満
が
10
自

治
体
で
全
自
治
体
の
44
％
で
す
。
し
か

し
、
財
政
困
難
な
自
治
体
に
と
っ
て
、

丁
寧
な
住
民
対
応
を
す
る
よ
り
、
機
械

的
に
差
押
え
、
資
格
書
発
行
を
し
た
方

が
交
付
金
が
多
く
貰
え
る
と
な
れ
ば
、

そ
ち
ら
に
な
び
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
Ａ
区
で
は
差
押
え
件
数
９
３
８
件
・

２
・
95
％
で
し
た
。交
付
基
準
で
は
３
％

で
３
０
０
万
円
の
交
付
金
で
す
。
あ
と

18
件
で
３
％
、
Ｂ
市
で
は
資
格
書
発
行

が
５
３
７
件
・
４
・
19
％
で
し
た
。
交

付
基
準
の
５
％
以
上
で
８
０
０
万
円
ま

で
あ
と
１
０
４
件
で
す
。
な
ら
納
付
相

談
よ
り
差
押
え
や
資
格
書
発
行
の
ほ
う

が
収
納
率
も
上
が
り
交
付
金
も
も
ら
え

る
。
こ
れ
が
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与

え
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

東
京
23
区
が
２
０
１
７
年
度
国
保
料
で

大
幅
引
き
上
げ
を
申
合
せ

　
１
月
16
日
に
は
東
京
23
区
の
２
０
１

７
年
度
の
医
療
分
・
支
援
分
の
所
得
割

率
・
均
等
割
額
が
特
別
区
長
会
で
申
し

合
わ
せ
さ
れ
、
現
在
各
区
の
国
保
運
営

協
議
会
に
諮
問
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
医
療
分
・
支
援
分
は
所
得
割
率
で

９
・
43
％
（
16
年
度
比
０
・
55
％
増
）、

均
等
割
額
４
万
９
５
０
０
円
（
同
３
３

０
０
円
増
）で
す
。均
等
割
額
は
イ
コ
ー

ル
子
ど
も
国
保
料
で
す
。
こ
れ
で
は
、

子
育
て
支
援
に
逆
行
し
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
40
代
夫
婦
と
子
ど
も
２
人
の
４
人
世

帯
、
片
働
き
で
給
与
年
収
４
０
０
万
円

の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
試
算
す
る
と
年
間

国
保
料
41
万
７
７
１
９
円
、
介
護
納
付

分
を
除
い
て
も
年
間
所
得
の
15
・
７
％

に
も
な
り
ま
す
。「
生
計
費
非
課
税
原

則
」
を
逸
脱
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど

高
額
な
国
保
料
で
は
、
払
い
た
く
て
も

払
え
ま
せ
ん
。
東
京
で
は
、
２
月
26
日

に
「
国
保
・
医
療
な
ん
で
も
無
料
電
話

相
談
会
～
滞
納
差
押
え
１
１
０
番
」
を

開
催
し
、
実
態
告
発
、
個
別
救
済
の
取

り
組
み
を
行
い
ま
す
。

都道府県交付金算定項目について全国調査結果

現年分収納率
による交付

現年分収納率伸び率
による交付

差押え件数
による交付

差押え割合
による交付

被保険者資格証明書の
発行割合による交付

有 40都道府県 33都道県 ４都県 1都 1都

無 ４府県 11府県 40道府件 43道府件 43道府県

無回答 ３県 3県 ３県 ３県 ３県

表2
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立川市生活保護廃止自殺事件について 

田所 

 

１．これまでに判明した主な事実 

(1) 自殺された方 

 ４０代男性。国分寺で生活保護受給の経験がある。 

 精神疾患があった可能性がある。 

 その後、立川でホームレスとなった後、２０１４年７月ころ（推測）、立川市で生活保

護を受給開始。 

 ２０１４年７月１７日から無料低額宿泊所（コーポ立川錦）で生活した後、リサイクル

品の回収の仕事をしながら保護受給を継続して、同年１２月２１日頃に市内のアパートへ

転居。 

 

(2) 就労指導、保護廃止に至る経緯（指導指示文書、廃止決定書より） 

２０１５年 

 １０月 ３日、就労指導違反を理由に保護停止。 ※就労支援事業の対象者※ 

 １０月２３日、就労指導。履行期限１１月２０日 

 １１月２１日、付けで保護廃止決定。但し廃止決定通知書は１２月９日付 

 １２月１０日 自殺  

 

２．真相究明に向けた取り組み、市は一切の情報を非開示 

(1) 対策会議を設置（１／２２、２／１５、３／２５） 

(2) 市議会閉会中文書質問及び議会での質問 

・上條市議（共産党）による閉会中の文書質問に対しては、個人情報を理由に回答拒否。 

・議会での質問 ３月１４日 一般質問 

 市は、個人情報を理由に、事実関係は答えないまま、保護廃止と自殺との因果関係を

否定。但し、一般論として、「私どもの対応の仕方云々について、瑕疵含めてあるとい

うようなことであれば、それは十分留意しなければならないし、反省もし、今後の将来

の再発防止ということに取り組んでいかなければならない」との答弁を行った。 

(3) 情報公開請求 

 男性のものと思われる①２０１５年１０月２３日付け指導指示書、②同年１２月９日付

け保護廃止決定通知書 が開示された。ケース記録、ケース診断会議については全部非開

示（審査請求中）。 

 

３．背景事情－立川市における就労支援による保護廃止実績 

  平成２２年度 １４名、平成２３年度 ３２名、 平成２４年度 １５名 

  平成２５年度 １９名、平成２６年度 １６名 

 「平成２７年度 事務事業評価表」（平成２７年６月作成）には、「平成２７年度目標

値」２０名と掲げられている。 

 

４．今後について 

 ①真相究明と②再発防止に向けた取り組みを行いたい。 

 ・本件について、就労指導の実態を明らにできないか。 

 ・保護停止処分、廃止処分時の検討内容を明らかにしたい。 

 ・全国的に同種の事件が起こっていないか、情報収集もしたい。 

以上 
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○ ○○区長 殿                    年  月   日 

○ ○○区議会議長 殿             ○○○社会保障推進協議会 

代表者名（肩書：例・医師など） 

連絡先 

 

子育て支援、低所得世帯の国保料軽減、「国民皆保険制度」に 
ふさわしい国民健康保険制度とするための要望書・請願書(案) 

 

1961 年にすべての自治体が国民健康保険事業をスタートさせ、「国民皆保険」が実質的

にスタートしました。国保法の第一条には「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営

を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と書かれ

ています。国民健康保険が社会保障であると明確に位置付けられています。 

2017年１月16日の23区特別区長会総会で2017年度の国保料について、医療分は所得割率

7.47％（2016年度6.86％、0.61％増）、均等割額38,400円（同35,400円、3,000円増）、支

援分は所得割率1.96％（同2.02％、0.06％減）、均等割額11,100円（同10,800円、300円

増）です。医療分・支援分の合計は、所得割率9.43％（同8.88％、0.55％増）、均等割額

49,500円（同46,200円、3,300円増）と大幅引き上げです。 

40代夫婦と子ども２人の４人世帯で、給与収入が400万円のサンプル世帯で試算すると

医療分と支援分だけで年間負担額が41万7719円と2016年度よりも2万6015円も増加してい

ます。介護分を除いても年間所得の15.7％にもなります。子ども国保料（均等割）もこの

世帯の場合99,000円にも上り、「子育て支援」に逆行していると言わざるを得ません。 

払いたくても払えない高すぎる国保料を軽減するために法第44 条「一部負担金減免」、

第77条「保険料減免」を活用し、区として独自の施策を行い、国民健康保険を「国民皆保

険」にふさわしい制度とするために以下の内容について強く要請(請願)します。 

 

(要請・請願内容) 

１、一般会計からの繰り入れをこれまで以上に増やし、国民健康保険料を引き下げ、払え

る保険料にしてください。 

２、国民健康保険法第44 条(一部負担金減免制度)を実際に使える制度とするため、多

子、母子世帯、障害者、低所得世帯、複数の病気を抱える患者など適用条件を拡充して

ください。 

３、国民健康保険法第77 条(保険料減免制度)を、多子、母子家庭、障害者、低所得世

帯、病気など困難を抱える世帯、住民税非課税世帯を救済する制度としてください。 

４、「旧ただし書き所得」から「人的控除」（配偶者控除、扶養控除、障害控除など）に匹

敵する控除を独自に設けてください。 

５、23区特別区長会に対して、国保料引き上げの申し合わせを廃棄するよう要請してくだ

さい。 
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東
京

の
医

療
費

助
成

は

一
部

負
担

金
所

得
制

限
一

部
負

担
金

所
得

制
限

1
千

代
田

区
な

し
な

し
あ

り
な

し
※

入
院

時
食

事
代

自
己

負
担

　
　

※
1
8
歳

（
高

校
生

相
当

年
齢

）
ま

で
（
入

・
通

）
助

成
2

中
央

区
な

し
な

し
な

し
な

し
入

院
時

食
事

代
助

成
3

港
区

な
し

な
し

な
し

な
し

入
院

時
食

事
代

助
成

4
新

宿
区

な
し

な
し

な
し

な
し

入
院

時
食

事
代

助
成

5
文

京
区

な
し

な
し

あ
り

な
し

入
院

時
食

事
代

自
己

負
担

6
台

東
区

な
し

な
し

な
し

な
し

入
院

時
食

事
代

助
成

7
墨

田
区

な
し

な
し

あ
り

な
し

入
院

時
食

事
代

自
己

負
担

8
江

東
区

な
し

な
し

あ
り

な
し

入
院

時
食

事
代

自
己

負
担

9
品

川
区

な
し

な
し

な
し

な
し

入
院

時
食

事
代

助
成

10
目

黒
区

な
し

な
し

な
し

な
し

入
院

時
食

事
代

助
成

11
大

田
区

な
し

な
し

な
し

な
し

入
院

時
食

事
代

助
成

12
世

田
谷

区
な

し
な

し
な

し
な

し
入

院
時

食
事

代
助

成
13

渋
谷

区
な

し
な

し
な

し
な

し
入

院
時

食
事

代
助

成
14

中
野

区
な

し
な

し
あ

り
な

し
入

院
時

食
事

代
自

己
負

担
15

杉
並

区
な

し
な

し
あ

り
な

し
入

院
時

食
事

代
自

己
負

担
16

豊
島

区
な

し
な

し
あ

り
な

し
入

院
時

食
事

代
助

成
（マ

ル
乳

の
み

食
事

代
助

成
）

17
北

区
な

し
な

し
な

し
な

し
入

院
時

食
事

代
助

成
18

荒
川

区
な

し
な

し
あ

り
な

し
入

院
時

食
事

代
自

己
負

担
19

板
橋

区
な

し
な

し
あ

り
な

し
入

院
時

食
事

代
自

己
負

担
20

練
馬

区
な

し
な

し
な

し
な

し
入

院
時

食
事

代
助

成
21

足
立

区
な

し
な

し
あ

り
な

し
入

院
時

食
事

代
自

己
負

担
22

葛
飾

区
な

し
な

し
な

し
な

し
入

院
時

食
事

代
助

成
（所

得
減

額
あ

り
）

23
江

戸
川

区
な

し
な

し
な

し
な

し
入

院
時

食
事

代
助

成

2
0
1
6
年

度
　

東
京

都
子

ど
も

医
療

費
助

成
制

度
　

 ①
就

学
前

（
６

歳
に

達
す

る
日

以
後

の
3
/
3
1
ま

で
）
乳

幼
児

医
療

費
助

成
（
マ

ル
乳

）
  
 ②

小
・
中

学
生

（
１

５
歳

に
達

す
る

日
以

後
の

3
/
3
1
ま

で
）
義

務
教

育
就

学
児

医
療

費
助

成
（
マ

ル
子

）

※
マ

ル
乳

　
全

自
治

体
で

入
院

・通
院

で
の

自
己

負
担

分
を

全
額

助
成

（入
院

時
食

事
療

養
標

準
負

担
額

を
除

く
）

※
マ

ル
子

　
入

院
は

全
自

治
体

で
自

己
負

担
額

の
全

額
助

成
（
食

事
療

養
負

担
除

く
）
通

院
は

多
摩

地
域

で
自

己
負

担
額

か
ら

一
部

負
担

金
（
通

院
１

回
に

つ
き

2
0
0
円

上
限

額
）
を

控
除

し
た

額
を

助
成

※
マ

ル
乳

、
マ

ル
子

と
も

、
健

康
診

断
や

予
防

接
種

の
費

用
や

薬
の

容
器

代
、

差
額

ベ
ッ

ド
代

等
は

助
成

対
象

外

※
マ

ル
子

で
は

、
保

護
者

の
所

得
制

限
も

あ
る

※
そ

の
他

、
ひ

と
り

親
家

庭
医

療
費

助
成

（マ
ル

親
）非

課
税

世
帯

無
料

、
課

税
世

帯
１

割
（所

得
制

限
あ

り
）や

小
児

慢
性

疾
患

医
療

費
助

成
な

ど
が

あ
る

※
所

得
制

限
は

児
童

手
当

基
準

に
準

ず
る

２
３

区
通

院
入

院
備

考
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一
部
負
担
金

所
得
制
限

一
部
負
担
金

所
得
制
限

1
八

王
子

市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

2
立

川
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

3
武

蔵
野

市
な
し

な
し

な
し

な
し

入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

4
三

鷹
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

5
青

梅
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

な
し

な
し

な
し

入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

6
府

中
市
な
し

な
し

な
し

な
し

入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

7
昭

島
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

8
調

布
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

9
町

田
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

10
福

生
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

な
し

な
し

な
し

入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

11
羽

村
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

な
し

な
し

な
し

入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

12
あ

き
る

の
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

13
日

野
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

14
多

摩
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

15
稲

城
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

16
国

立
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
助
成
（
償
還
払
い
）

17
狛

江
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

18
小

金
井

市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

19
国

分
寺

市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

20
武

蔵
村

山
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
助
成
（
償
還
払
い
）

21
東

大
和

市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

22
東

村
山

市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

23
清

瀬
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

24
東

久
留

米
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担
　
※
0
歳
児
の
み
助
成
（
償
還
払
い
）

25
西

東
京

市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

な
し

な
し

な
し

入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

26
小

平
市
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
な
し

な
し

入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

1
瑞

穂
町
マ
ル
子
・
2
0
0
円

マ
ル
子
・あ

り
あ
り

マ
ル
子
・あ

り
入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

2
日

の
出

町
な
し

な
し

あ
り

な
し

※
１
８
歳
ま
で
医
療
費
助
成

3
奥

多
摩

町
な
し

な
し

あ
り

な
し

入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

4
大

島
町
な
し

あ
り

あ
り

あ
り

入
院
時
食
事
代
自
己
負
担

5
八

丈
町
な
し

あ
り

あ
り

あ
り

入
院
時
食
事
代
助
成

多
摩
・当

初
通
院

入
院

備
考

2
0
1
6
年
度
　
東
京
都
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
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加
入
人

数

子
ど
も
の

占
め
る
割

合
（％

）

同
年
齢
人
口
に

占
め
る
国
保
加

入
率

全
額
助
成
の

必
要
額

加
入
人
数

子
ど
も
の
占

め
る
割
合

（％
）

同
年
齢
人
口
に

占
め
る
国
保
加

入
率

全
額
助
成
の

必
要
額

全
自
治
体
計

2
6
2
,1
7
9

7.
2

17
.3
1
1
,1
3
8
,4
9
0
,7
4
0

3
7
6
,0
1
0

10
.3

18
.5
1
5
,9
8
2
,1
1
6
,1
0
0
3
,6
4
2
,3
3
0
1
,5
1
5
,3
5
4
2
,0
3
2
,0
3
6

2
3
区
小
計

1
7
9
,2
1
5

7.
1

18
.2
8
,2
7
9
,7
3
3
,0
0
0

2
5
7
,4
6
8

10
.3

19
.7
1
1
,8
9
5
,0
2
1
,6
0
0
2
,5
1
1
,3
1
6
9
8
3
,4
9
2
1
,3
0
5
,2
2
0

2
6
市
小
計

8
0
,2
2
4

7.
3

15
.4
2
,7
8
8
,8
2
9
,8
4
0

1
1
4
,7
7
0

10
.4

16
.1

3
,9
9
0
,8
0
4
,3
0
0
1
,1
0
0
,3
8
6
5
2
1
,4
5
0

7
1
2
,6
1
6

町
村
小
計

2
,7
4
0

8.
9

26
.3

6
9
,9
2
7
,9
0
0

3
,7
7
2

12
.3

26
.6

9
6
,2
9
0
,2
0
0

3
0
,6
28

1
0
,4
12

1
4
,2
00

千
代
田
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

9
4
0

7.
9

15
.1

4
3
,4
2
8
,0
0
0

1
,2
8
8

10
.8

16
.2

5
9
,5
0
5
,6
0
0

1
1
,9
56

6
,2
0
9

7
,9
6
6

中
央
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

2
,5
4
5

8.
1

16
.9

1
1
7
,5
7
9
,0
0
0

3
,2
4
2

10
.3

17
.8

1
4
9
,7
8
0
,4
0
0

3
1
,5
69

1
5
,0
39

1
8
,2
12

港
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

5
,1
7
2

8.
1

19
.9

2
3
8
,9
4
6
,4
0
0

6
,8
2
2

10
.7

21
.3

3
1
5
,1
7
6
,4
0
0

6
3
,6
06

2
5
,9
84

3
2
,0
07

新
宿
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

5
,9
7
0

5.
6

23
.6

2
7
5
,8
1
4
,0
0
0

9
,4
2
2

8.
8

28
.1

4
3
5
,2
9
6
,4
0
0

1
0
6
,5
5
4

2
5
,2
71

3
3
,5
17

文
京
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

2
,9
8
0

6.
1

13
.2

1
3
7
,6
7
6
,0
0
0

4
,3
3
3

8.
8

14
.8

2
0
0
,1
8
4
,6
0
0

4
9
,0
52

2
2
,6
56

2
9
,2
90

台
東
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

4
,4
1
5

7.
3

27
.0

2
0
3
,9
7
3
,0
0
0

6
,2
9
4

10
.4

29
.3

2
9
0
,7
8
2
,8
0
0

6
0
,3
65

1
6
,3
30

2
1
,5
12

墨
田
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

5
,4
2
7

7.
4

20
.8

2
5
0
,7
2
7
,4
0
0

7
,7
4
0

10
.6

22
.5

3
5
7
,5
8
8
,0
0
0

7
3
,1
60

2
6
,1
06

3
4
,4
69

江
東
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

9
,2
1
9

7.
3

15
.8

4
2
5
,9
1
7
,8
0
0

1
2
,9
5
6

10
.3

17
.5

5
9
8
,5
6
7
,2
0
0

1
2
5
,8
8
1

5
8
,2
76

7
4
,2
01

品
川
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

6
,0
9
3

6.
5

15
.6

2
8
1
,4
9
6
,6
0
0

8
,5
5
2

9.
1

17
.1

3
9
5
,1
0
2
,4
0
0

9
4
,0
30

3
9
,0
86

5
0
,0
62

目
黒
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

4
,6
3
4

6.
5

17
.1

2
1
4
,0
9
0
,8
0
0

6
,3
8
2

8.
9

17
.8

2
9
4
,8
4
8
,4
0
0

7
1
,6
34

2
7
,0
48

3
5
,7
67

大
田
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

1
2
,0
5
4

6.
7

15
.6

5
5
6
,8
9
4
,8
0
0

1
7
,7
2
1

9.
9

17
.2

8
1
8
,7
1
0
,2
0
0

1
7
9
,5
4
7

7
7
,0
63

1
0
2
,9
9
0

世
田
谷
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

1
5
,4
2
5

6.
9

15
.6

7
1
2
,6
3
5
,0
0
0

2
1
,5
2
6

9.
6

16
.4

9
9
4
,5
0
1
,2
0
0

2
2
5
,1
8
2

9
9
,1
81

1
3
1
,3
6
0

渋
谷
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

4
,1
9
6

6.
4

23
.1

1
9
3
,8
5
5
,2
0
0

5
,5
3
1

8.
5

23
.5

2
5
5
,5
3
2
,2
0
0

6
5
,3
50

1
8
,2
00

2
3
,5
74

中
野
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

4
,8
9
3

5.
3

18
.6

2
2
6
,0
5
6
,6
0
0

7
,3
3
8

7.
9

20
.7

3
3
9
,0
1
5
,6
0
0

9
3
,1
56

2
6
,2
73

3
5
,3
67

杉
並
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

8
,3
2
6

5.
7

15
.5

3
8
4
,6
6
1
,2
0
0

1
1
,7
6
1

8.
0

16
.4

5
4
3
,3
5
8
,2
0
0

1
4
6
,5
7
0

5
3
,6
34

7
1
,8
95

豊
島
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

4
,9
5
5

5.
7

22
.2

2
2
8
,9
2
1
,0
0
0

7
,5
4
4

8.
7

25
.3

3
4
8
,5
3
2
,8
0
0

8
7
,1
27

2
2
,3
69

2
9
,8
16

北
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

6
,1
9
0

6.
4

19
.4

2
8
5
,9
7
8
,0
0
0

8
,9
7
0

9.
2

21
.1

4
1
4
,4
1
4
,0
0
0

9
7
,4
79

3
1
,9
19

4
2
,5
09

荒
川
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

4
,9
9
3

7.
7

22
.3

2
3
0
,6
7
6
,6
0
0

7
,2
9
8

11
.3

24
.9

3
3
7
,1
6
7
,6
0
0

6
4
,5
49

2
2
,3
53

2
9
,2
96

板
橋
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

1
0
,5
5
9

7.
0

17
.9

4
8
7
,8
2
5
,8
0
0

1
5
,4
1
8

10
.2

19
.5

7
1
2
,3
1
1
,6
0
0

1
5
0
,7
5
5

5
8
,8
78

7
8
,9
73

練
馬
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

1
4
,0
0
3

7.
6

16
.0

6
4
6
,9
3
8
,6
0
0

2
0
,3
1
6

11
.0

17
.1

9
3
8
,5
9
9
,2
0
0

1
8
5
,0
9
7

8
7
,5
20

1
1
8
,9
9
3

足
立
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

1
8
,7
3
5

8.
9

23
.3

8
6
5
,5
5
7
,0
0
0

2
7
,0
2
4

12
.8

24
.8

1
,2
4
8
,5
0
8
,8
0
0

2
1
1
,1
5
9

8
0
,3
48

1
0
9
,1
0
3

葛
飾
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

1
0
,5
6
8

8.
0

20
.2

4
8
8
,2
4
1
,6
0
0

1
5
,3
0
7

11
.6

21
.5

7
0
7
,1
8
3
,4
0
0

1
3
1
,5
3
5

5
2
,4
33

7
1
,1
59

江
戸
川
区

46
,2
0
0

35
,4
00
10
,8
00

1
6
,9
2
3

9.
1

18
.5

7
8
1
,8
4
2
,6
0
0

2
4
,6
8
3

13
.3

20
.0

1
,1
4
0
,3
5
4
,6
0
0

1
8
6
,0
0
3

9
1
,3
16

1
2
3
,1
8
2

０
歳
か
ら
１

４
歳
ま
で

の
人
口

０
歳
か
ら
１

９
歳
ま
で
の

人
口

自
治
体
名

２
０
１
６
年
度
東
京
子
ど
も
の
国
保
料
(税

)

※
国
保
加
入
者
数
は
2
0
1
4
年
度
の
人
数
（
厚
労
省
「
国
民
健
康
保
険
事
業
状
況
報
告
書
（
事
業
年
報
）
Ｂ
表
」
よ
り
東
京
社
保
協
作
成
）

※
子
ど
も
国
保
料
(税

)は
医
療
分
・
後
期
支
援
分
の
均
等
割
額
の
合
計
金
額

国
保
加
入

者
数

後
期
支

援
分
均

等
割
額

（円
）

医
療
分

均
等
割

額
（円

）

２
０
１
６
年
度

子
ど
も
国
保

料
(税

)

0
歳
か
ら
1
4
歳
ま
で
の
国
保
加
入
者

0
歳
か
ら
1
9
歳
ま
で
の
国
保
加
入
者

1
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加
入
人

数

子
ど
も
の

占
め
る
割

合
（％

）

同
年
齢
人
口
に

占
め
る
国
保
加

入
率

全
額
助
成
の

必
要
額

加
入
人
数

子
ど
も
の
占

め
る
割
合

（％
）

同
年
齢
人
口
に

占
め
る
国
保
加

入
率

全
額
助
成
の

必
要
額

全
自
治
体
計

2
6
2
,1
7
9

7.
2

17
.3
1
1
,1
3
8
,4
9
0
,7
4
0

3
7
6
,0
1
0

10
.3

18
.5
1
5
,9
8
2
,1
1
6
,1
0
0
3
,6
4
2
,3
3
0
1
,5
1
5
,3
5
4
2
,0
3
2
,0
3
6

2
3
区
小
計

1
7
9
,2
1
5

7.
1

18
.2
8
,2
7
9
,7
3
3
,0
0
0

2
5
7
,4
6
8

10
.3

19
.7
1
1
,8
9
5
,0
2
1
,6
0
0
2
,5
1
1
,3
1
6
9
8
3
,4
9
2
1
,3
0
5
,2
2
0

2
6
市
小
計

8
0
,2
2
4

7.
3

15
.4
2
,7
8
8
,8
2
9
,8
4
0

1
1
4
,7
7
0

10
.4

16
.1

3
,9
9
0
,8
0
4
,3
0
0
1
,1
0
0
,3
8
6
5
2
1
,4
5
0

7
1
2
,6
1
6

町
村
小
計

2
,7
4
0

8.
9

26
.3

6
9
,9
2
7
,9
0
0

3
,7
7
2

12
.3

26
.6

9
6
,2
9
0
,2
0
0

3
0
,6
28

1
0
,4
12

1
4
,2
00

０
歳
か
ら
１

４
歳
ま
で

の
人
口

０
歳
か
ら
１

９
歳
ま
で
の

人
口

自
治
体
名

２
０
１
６
年
度
東
京
子
ど
も
の
国
保
料
(税

)

※
国
保
加
入
者
数
は
2
0
1
4
年
度
の
人
数
（
厚
労
省
「
国
民
健
康
保
険
事
業
状
況
報
告
書
（
事
業
年
報
）
Ｂ
表
」
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年額
医療分
均等割額

後期支援分
均等割額 年額

医療分
均等割額

後期支援分
均等割額

東京23区 46,200 35,400 10,800 44,700 33,900 10,800 1,500

札幌市 23,040 17,550 5,490 22,200 16,730 5,470 840

仙台市 34,080 26,640 7,440 33,120 24,840 8,280 960

さいたま市 36,600 29,200 7,400 36,600 29,200 7,400 0

千葉市 24,720 18,480 6,240 24,240 18,120 6,120 480

川崎市 42,432 31,685 10,747 39,236 28,651 10,585 3,196

横浜市 41,910 31,740 10,170 41,310 31,040 10,270 600

相模原市 33,000 23,000 10,000 33,000 23,000 10,000 0

新潟市 26,700 20,100 6,600 26,700 20,100 6,600 0

静岡市 33,700 23,900 9,800 36,000 26,200 9,800 -2,300

浜松市 38,800 27,000 11,800 38,800 27,000 11,800 0

名古屋市 50,578 37,837 12,741 50,818 38,123 12,695 -240

京都市 33,970 25,810 8,160 33,970 25,810 8,160 0

大阪市 27,186 20,118 7,068 26,917 19,879 7,038 269

堺市 29,760 21,960 7,800 29,760 21,840 7,920 0

神戸市 31,770 24,690 7,080 30,360 22,970 7,390 1,410

岡山市 35,280 26,400 8,880 35,280 26,400 8,880 0

広島市 31,136 23,861 7,275 31,013 23,670 7,343 123

北九州市 28,580 21,360 7,220 27,330 20,140 7,190 1,250

福岡市 29,145 21,426 7,719 29,524 21,587 7,937 -379

熊本市 36,900 28,800 8,100 35,700 28,400 7,300 1,200

被用者保険の場合は税法上の扶養家族であれば保険料はゼロ円

自治体名
２０１６年度子ども国保料（税） ２０１５年度子ども国保料（税）

2016
年度
の増
加額

東京２３区と政令都市の子ども国保料（税）2016年度と２０１５年度の比較

※子ども国保料（税）は医療分と後期支援分の「均等割額」の合計額になります。
※東京２３区は医療分と後期支援分は統一保険料のため同額です。
※出典は各市のＨＰより、東京社保協が作成
※単位は｢円」
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ワ
ー
ス

ト
順
位

自
治
体
名

所
得
に
占

め
る
割
合

国
保
料
（
税
）

年
額

医
療
分

支
援
分

介
護
分

ワ
ー
ス

ト
順
位

自
治
体
名

所
得
に
占

め
る
割
合

国
保
料
（
税
）

年
額

医
療
分

支
援
分

介
護
分

1
板

橋
17
.2
5

4
5
8
,8
5
0
30
1,
43
8

90
,2
66

67
,1
46

32
西

東
京

1
3
.8
0

3
6
7
,0
0
9
2
3
5
,0
5
3

6
5
,1
4
4

6
6
,8
1
2

1
葛

飾
17
.2
5

4
5
8
,8
5
0
30
1,
43
8

90
,2
66

67
,1
46

33
羽

村
1
3
.7
1

3
6
4
,5
7
0
2
1
0
,8
3
0

8
5
,8
0
0

6
7
,9
4
0

3
中

野
17
.2
4

4
5
8
,6
1
7
30
1,
43
8

90
,2
66

66
,9
13

34
小

平
1
3
.6
1

3
6
2
,1
5
1
2
1
4
,6
5
5

8
6
,7
0
5

6
0
,7
9
1

3
荒

川
17
.2
4

4
5
8
,6
1
7
30
1,
43
8

90
,2
66

66
,9
13

35
青

梅
1
3
.5
3

3
5
9
,7
8
0
2
2
9
,8
5
5

7
5
,2
1
0

5
4
,7
1
5

5
墨

田
17
.2
2

4
5
8
,1
5
1
30
1,
43
8

90
,2
66

66
,4
47

36
調

布
1
3
.5
0

3
5
9
,2
2
1
2
2
1
,7
0
0

7
8
,9
0
7

5
8
,6
1
4

6
豊

島
17
.1
9

4
5
7
,2
1
9
30
1,
43
8

90
,2
66

65
,5
15

37
清

瀬
1
3
.3
9

3
5
6
,1
9
1
2
4
0
,9
9
0

4
3
,2
6
1

7
1
,9
4
0

7
北

17
.1
8

4
5
6
,9
8
6
30
1,
43
8

90
,2
66

65
,2
82

38
国

立
1
3
.3
5

3
5
5
,1
9
5
2
0
8
,1
5
0

8
1
,9
4
0

6
5
,1
0
5

8
練

馬
17
.1
7

4
5
6
,7
5
3
30
1,
43
8

90
,2
66

65
,0
49

39
町

田
1
3
.1
9

3
5
0
,9
0
5
2
1
9
,4
4
2

7
4
,7
4
6

5
6
,7
1
7

8
足

立
17
.1
7

4
5
6
,7
5
3
30
1,
43
8

90
,2
66

65
,0
49

40
国

分
寺

1
3
.0
2

3
4
6
,2
0
7
2
1
5
,2
1
9

7
9
,9
2
1

5
1
,0
6
7

10
世

田
谷

17
.1
6

4
5
6
,5
2
0
30
1,
43
8

90
,2
66

64
,8
16

41
多

摩
1
2
.9
2

3
4
3
,7
7
5
2
1
2
,2
0
5

8
0
,1
1
5

5
1
,4
5
5

11
台

東
17
.1
4

4
5
5
,8
2
1
30
1,
43
8

90
,2
66

64
,1
17

42
福

生
1
2
.9
2

3
4
3
,7
4
0
2
0
5
,5
1
0

8
5
,9
4
0

5
2
,2
9
0

12
江

東
17
.1
3

4
5
5
,5
8
8
30
1,
43
8

90
,2
66

63
,8
84

43
武
蔵
村
山

1
2
.8
3

3
4
1
,2
7
0
2
0
7
,1
6
6

7
4
,4
8
4

5
9
,6
2
0

13
江

戸
川

17
.0
9

4
5
4
,6
5
6
30
1,
43
8

90
,2
66

62
,9
52

44
狛

江
1
2
.7
7

3
3
9
,6
7
6
2
0
1
,4
6
5

8
8
,9
5
0

4
9
,2
6
1

14
新

宿
17
.0
8

4
5
4
,4
2
3
30
1,
43
8

90
,2
66

62
,7
19

45
日

野
1
2
.7
5

3
3
9
,0
8
0
2
1
8
,5
0
0

6
6
,2
9
0

5
4
,2
9
0

15
杉

並
17
.0
7

4
5
3
,9
5
7
30
1,
43
8

90
,2
66

62
,2
53

46
三

鷹
1
2
.7
2

3
3
8
,4
1
0
2
0
9
,5
1
0

7
1
,2
8
0

5
7
,6
2
0

16
品

川
17
.0
1

4
5
2
,5
5
9
30
1,
43
8

90
,2
66

60
,8
55

47
日
の
出
町

1
2
.6
7

3
3
6
,9
0
9
2
1
4
,2
3
6

6
9
,6
8
4

5
2
,9
8
9

17
大

田
17
.0
0

4
5
2
,0
9
3
30
1,
43
8

90
,2
66

60
,3
89

48
あ
き
る
野

1
2
.6
2

3
3
5
,8
2
4
2
0
2
,4
2
9

7
3
,7
4
6

5
9
,6
4
9

18
文

京
16
.9
4

4
5
0
,6
9
5
30
1,
43
8

90
,2
66

58
,9
91

49
奥
多
摩
町

1
2
.6
0

3
3
5
,2
3
5
2
1
1
,3
3
5

6
4
,6
2
0

5
9
,2
8
0

19
目

黒
16
.8
4

4
4
7
,8
9
9
30
1,
43
8

90
,2
66

56
,1
95

50
武

蔵
野

1
2
.5
8

3
3
4
,5
4
0
2
0
4
,7
1
0

7
4
,4
1
0

5
5
,4
2
0

20
港

16
.7
9

4
4
6
,7
3
4
30
1,
43
8

90
,2
66

55
,0
30

51
稲

城
1
2
.2
1

3
2
4
,7
6
7
1
9
8
,0
4
6

4
9
,4
9
4

7
7
,2
2
7

21
中

央
16
.7
8

4
4
6
,2
6
8
30
1,
43
8

90
,2
66

54
,5
64

52
大

島
町

1
2
.2
0

3
2
4
,4
0
0
2
0
6
,8
5
0

6
4
,3
9
0

5
3
,1
6
0

21
渋

谷
16
.7
8

4
4
6
,2
6
8
30
1,
43
8

90
,2
66

54
,5
64

53
三

宅
村

1
2
.1
3

3
2
2
,6
0
0
1
5
2
,3
0
0

9
1
,2
6
0

7
9
,0
4
0

23
千

代
田

16
.4
4

4
3
7
,4
1
4
30
1,
43
8

90
,2
66

45
,7
10

54
瑞

穂
町

1
1
.9
7

3
1
8
,2
7
6
2
0
1
,2
3
8

5
4
,9
2
3

6
2
,1
1
5

24
立

川
15
.3
7

4
0
8
,8
1
2
25
5,
06
6

92
,5
96

61
,1
50

55
八

丈
町

1
1
.9
4

3
1
7
,6
4
5
1
8
4
,8
0
0

6
4
,9
4
5

6
7
,9
0
0

25
昭

島
15
.3
2

4
0
7
,5
1
5
24
0,
48
0

98
,4
25

68
,6
10

56
府

中
1
1
.7
7

3
1
3
,2
0
2
1
9
9
,5
5
9

6
0
,4
4
6

5
3
,1
9
7

26
小

金
井

14
.9
0

3
9
6
,4
5
5
21
8,
75
0
10
1,
43
5

76
,2
70

57
檜

原
村

1
1
.1
9

2
9
7
,7
6
0
1
8
3
,1
8
0

6
2
,2
9
0

5
2
,2
9
0

27
東
久
留
米

14
.5
0

3
8
5
,7
9
4
23
0,
94
3

92
,7
03

62
,1
48

58
神
津
島
村

1
0
.7
6

2
8
6
,3
4
4
2
1
6
,8
5
0

3
3
,9
8
0

3
5
,5
1
4

28
八

王
子

14
.3
9

3
8
2
,7
1
0
23
5,
49
0

85
,9
40

61
,2
80

59
利

島
村

1
0
.2
3

2
7
2
,1
5
0
1
7
4
,7
0
0

5
9
,9
7
0

3
7
,4
8
0

29
東

村
山

14
.3
1

3
8
0
,6
9
5
23
5,
33
5

80
,4
80

64
,8
80

60
新

島
村

9
.8
3

2
6
1
,3
7
0
1
7
3
,8
6
0

4
9
,8
0
0

3
7
,7
1
0

30
青
ヶ
島
村

14
.0
1

3
7
2
,6
4
0
26
4,
00
0

63
,8
20

44
,8
20

61
小
笠
原
村

9
.7
7

2
5
9
,9
6
6
1
6
6
,1
5
0

6
3
,7
3
0

3
0
,0
8
6

31
東

大
和

14
.0
0

3
7
2
,3
9
5
23
7,
41
2

70
,7
44

64
,2
39

62
御
蔵
島
村

8
.6
0

2
2
8
,7
9
8
1
3
0
,8
5
0

5
5
,0
1
5

4
2
,9
3
3

試
算
条
件
：４
人
世
帯
。
年
齢
と
収
入
は
以
下
の
通
り

①
世
帯
主
40
歳
代
・給

与
収
入
４
０
０
万
円
、
②
妻
40
歳
代
・専

業
主
婦
、
③
子
ど
も
2人

、
④
固
定
資
産
税
は
５
万
円
と
し
た

2
0
1
6
年
度
　
都
内
自
治
体
で
の
国
保
料
順
位
表
（
高
い
順
）
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東京社保協「２０１５年国民健康保険に関するアンケート」と厚労省資料より作成

国保加入世
帯数

国保滞納
世帯数

滞納率
差押え
件数

滞納世
帯数比
率（％）

差押え金額（円）
1件当たり差
押え金額

2,366,614 607,224 25.7 21,502 3.54 7,634,035,003 355,038

1 千 代 田 区 8,230 2,731 33.2 2 0.07 794,849 397,425
2 中 央 区 22,461 6,417 28.6 7 0.11 4,109,121 587,017
3 港 区 45,013 16,214 36.0 108 0.67 58,106,713 538,025
4 新 宿 区 80,719 31,835 39.4 938 2.95 333,738,261 355,798
5 文 京 区 33,840 9,048 26.7 9 0.10 8,666,024 962,892
6 台 東 区 41,183 14,128 34.3 765 5.41 257,827,713 337,030
7 墨 田 区 47,605 14,423 30.3 693 4.80 311,866,347 450,024
8 江 東 区 80,954 22,080 27.3 355 1.61 225,433,901 635,025
9 品 川 区 63,413 15,114 23.8 676 4.47 173,572,265 256,764
10 目 黒 区 48,107 12,401 25.8 211 1.70 111,036,140 526,238
11 大 田 区 116,251 29,266 25.2 224 0.77 80,026,418 357,261
12 世 田 谷 区 149,948 41,864 27.9 784 1.87 442,354,950 564,228
13 渋 谷 区 47,343 17,720 37.4 44 0.25 33,139,357 753,167
14 中 野 区 68,126 27,389 40.2 779 2.84 221,627,970 284,503
15 杉 並 区 102,937 33,189 32.2 815 2.46 356,212,719 437,071
16 豊 島 区 65,832 19,318 29.3 681 3.53 103,049,226 151,320
17 北 区 66,158 15,279 23.1 124 0.81 35,255,364 284,317
18 荒 川 区 42,102 12,298 29.2 110 0.89 50,141,232 455,829
19 板 橋 区 99,120 29,989 30.3 199 0.66 109,165,378 548,570
20 練 馬 区 118,775 35,318 29.7 709 2.01 370,841,585 523,049
21 足 立 区 125,867 44,280 35.2 130 0.29 101,430,134 780,232
22 葛 飾 区 80,777 23,221 28.7 322 1.39 231,337,213 718,439
23 江 戸 川 区 113,804 23,396 20.6 329 1.41 141,171,000 429,091

1,668,565 496,918 29.8 9,014 1.81 3,760,903,880 417,229

24 八 王 子 市 98,216 12,815 13.0 838 6.54 333,857,887 398,398
25 立 川 市 30,447 5,226 17.2 652 12.48 185,302,319 284,206
26 武 蔵 野 市 23,320 3,810 16.3 512 13.44 164,094,140 320,496
27 三 鷹 市 29,161 3,510 12.0 541 15.41 193,993,995 358,584
28 青 梅 市 23,135 3,633 15.7 463 12.74 155,068,966 334,922
29 府 中 市 40,000 8,294 20.7 446 5.38 155,222,496 348,033
30 昭 島 市 19,593 3,673 18.7 512 13.94 128,520,211 251,016
31 調 布 市 35,876 4,543 12.7 674 14.84 159,153,127 236,132
32 町 田 市 68,148 7,477 11.0 632 8.45 316,064,964 500,103
33 小 金 井 市 18,294 4,464 24.4 177 3.97 138,551,440 782,776
34 小 平 市 29,108 5,445 18.7 854 15.68 233,817,000 273,790
35 日 野 市 29,345 2,557 8.7 435 17.01 141,676,557 325,693
36 東 村 山 市 25,317 4,198 16.6 462 11.01 193,235,045 418,258
37 国 分 寺 市 18,617 1,422 7.6 385 27.07 68,808,798 178,724
38 国 立 市 12,525 866 6.9 416 48.04 58,803,666 141,355
39 福 生 市 12,644 6,195 49.0 465 7.51 71,847,840 154,511
40 狛 江 市 13,686 2,221 16.2 970 43.67 197,755,397 203,872
41 東 大 和 市 14,423 2,554 17.7 400 15.66 134,214,564 335,536
42 清 瀬 市 12,665 2,697 21.3 205 7.60 49,306,365 240,519
43 東久留米市 19,052 2,635 13.8 831 31.54 156,217,798 187,988
44 武蔵村山市 12,430 1,946 15.7 337 17.32 216,405,432 642,153
45 多 摩 市 25,571 5,394 21.1 184 3.41 37,641,582 204,574

2014年度都内自治体別差押え件数・金額

自治体名

総合計

23区小計
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東京社保協「２０１５年国民健康保険に関するアンケート」と厚労省資料より作成

国保加入世
帯数

国保滞納
世帯数

滞納率
差押え
件数

滞納世
帯数比
率（％）

差押え金額（円）
1件当たり差
押え金額

2014年度都内自治体別差押え件数・金額

自治体名

46 稲 城 市 12,420 1,852 14.9 347 18.74 102,804,612 296,267
47 羽 村 市 9,637 2,217 23.0 160 7.22 47,403,308 296,271
48 あきる野市 13,971 1,702 12.2 335 19.68 133,611,229 398,839
49 西 東 京 市 32,954 6,969 21.1 151 2.17 74,961,170 496,432

680,555 108,315 15.9 12384 11.43 3,848,339,908 310,751

50 瑞 穂 町 6,175 922 14.9 53 5.75 10,783,962 203,471
51 日 の 出 町 2,934 99 3.4 7 7.07 917,173 131,025
52 檜 原 村 493 22 4.5 2 9.09 206,700 103,350
53 奥 多 摩 町 1,054 63 6.0 0 0.00 0 0
54 大 島 町 2,100 222 10.6 0 0.00 0 0
55 利 島 村 62 1 1.6 0 0.00 0 0
56 新 島 村 649 36 5.5 0 0.00 0 0
57 神 津 島 村 494 67 13.6 0 0.00 0 0
58 三 宅 村 629 147 23.4 0 0.00 0 0
59 御 蔵 島 村 69 2 2.9 0 0.00 0 0
60 八 丈 町 2,165 410 18.9 42 10.24 12,883,380 306,747
61 青 ヶ 島 村 38 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
62 小 笠 原 村 632 0.0 #DIV/0! #DIV/0!

17,494 1,991 11.4 104 5.22 24,791,215 238,377町村小計

26市小計
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生
活
保
護
基
準

に
対
す
る
倍
率

要
保
護
・
準
要
保

護
就
学
援
助
率

入
学
準
備
金

準
備
金
就
学
前
支

給 学
用
品
費

通
学
用
品
費

校
外
活
動
費

通
学
費

修
学
旅
行
費

新
入
学
児
童
生
徒

学
用
品
費

ク
ラ
ブ
活
動
費

生
徒
会
費

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費

医
療
費

学
校
給
食
費

卒
業
ア
ル
バ
ム
費

そ
の
他

千代田区 1.20 10％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
中央区 1.20 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
港区 1.20 25％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新宿区 1.20 30％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
文京区 1.26 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
台東区 1.26 35％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
墨田区 1.20 35％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
江東区 1.18 30％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
品川区 1.25 30％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
目黒区 1.20 10％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大田区 1.20 30％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
世田谷区 1.20 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
渋谷区 1.20 30％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
中野区※ 1.15 30％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
杉並区 1.20 25％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
豊島区 1.20 25％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
北区 1.20 30％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
荒川区 1.20 35％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
板橋　 1.26 35％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
練馬　 1.20 25％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
足立　 1.10 40％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
葛飾　 1.20 30％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
江戸川※ 1.50 35％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
八王子　 1.10 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
立川　※ 1.50 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
武蔵野※ 1.50 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
三鷹　 1.15 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
青梅　 1.00 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
府中　※ 1.50 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
昭島　※ 1.64 25％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
調布　 1.10 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
町田　 1.10 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小金井※ 1.80 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小平　 1.10 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日野　 1.30 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
東村山※ 1.40 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
国分寺　 1.20 10％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
国立　 1.50 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
福生　 1.00 30％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
狛江　 1.10 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
東大和※ 1.30 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
清瀬　※ 1.50 25％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

就学援助認定基準（準要保護者）の状況と援助項目一覧
（平成27年度・一部訂正）

※中野区は平成２３年度までは１・２倍だった。※江戸川区は「前年所得」でなく「前年収入が生保基準の１・５倍」そ
の他※は「前年度収入税引前」
「その他」＝教材費、学校行事費、検定料、遠足費、芸術鑑賞費、校内鑑賞教育費、セカンドスクール費、災害見舞
金、校外宿泊費、夏季施設参加費、移動教室費、スキー教室費、修学旅行支度金、卒業軽費、卒業記念品
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就学援助認定基準（準要保護者）の状況と援助項目一覧
（平成27年度・一部訂正）

※中野区は平成２３年度までは１・２倍だった。※江戸川区は「前年所得」でなく「前年収入が生保基準の１・５倍」そ
の他※は「前年度収入税引前」
「その他」＝教材費、学校行事費、検定料、遠足費、芸術鑑賞費、校内鑑賞教育費、セカンドスクール費、災害見舞
金、校外宿泊費、夏季施設参加費、移動教室費、スキー教室費、修学旅行支度金、卒業軽費、卒業記念品

東久留米※ 1.40 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
武蔵村山　 1.10 25％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
多摩　※ 1.40 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
稲城　※ 1.70 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
羽村　 1.00 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
あきる野※ 1.50 20％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
西東京※ 1.50 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
瑞穂町※ 1.50 25％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日の出町 1.50 10％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
檜原村※ 1.40 10％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
奥多摩町 1.50 10％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大島町 1.10 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
利島村 ― 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新島村 0.90 10％未満 ○ ○ ○ ○
神津島村 ― 10％未満 ○ ○ ○ ○
三宅村 ― 20％未満 ○ ○ ○ ○
御蔵島村 ― 0％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
八丈町 1.00 15％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○
青ヶ島村 ― 0％未満 ○ ○ ○ ○
小笠原村 ― 10％未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○

H25年度
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（単位：人）

区分 検案数

平成11年（1999） 3,793

平成12年（2000） 3,637

平成13年（2001） 3,796

平成14年（2002） 3,858

平成15年（2003） 4,125

平成16年（2004） 4,339

平成17年（2005） 4,729

平成18年（2006） 4,896

平成19年（2007） 5,489

平成20年（2008） 5,237

平成21年（2009） 5,346

平成22年（2010） 6,383

平成23年（2011） 6,097

平成24年（2012） 6,105

平成25年（2013） 6,046

平成26年（2014） 5,980

平成27年（2015） 6,267

（注1）　東京都監察医務院における検案の対象は、死体解剖保存法に基づく特別区の区域に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　おける伝染病、中毒または災害により死亡した疑いのある死体

　　　　　　その他死因の明らかでない死体

(注2）　　「一人暮らしの者」とは、検案時の生活実態において1人で日常生活を営んでいたと認

　　　　　　められる者

　　　※いわゆる「孤独死の数」です。

東京監察医務院における「一人暮らしの者」の検案数の推移
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高 齢 者 家 庭 へ の 訪 問 見 守 り

配 食 サ ー ビ ス の 見 守 り

乳 酸 菌 飲 料 等 の 配 達 に よ る

見 守 り
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収 等 に よ る 見 守 り
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（ 実 施 状 況 ）
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料 ） の 助 成
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自
治
体
名

（
1
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（
2
)
（
3
)
（
4
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（
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（
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（
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)
（
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)
（
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)
（
1
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)（
1
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)（
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2
)（
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3
)（
1
4
)（
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5
)
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（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
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）
（
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）
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
1
0
）（
1
1
）
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）

ね た き り 高 齢 者 ・ 入 院 高 齢

者 等 見 舞 金 品 の 贈 呈

高 齢 者 ホ ー ム ヘ ル プ ・ 家 事

援 助 事 業

日 常 生 活 用 具 ・ 福 祉 用 具 等

の 給 付 ・ 貸 与

お む つ 等 の 支 給

理 美 容 サ ー ビ ス の 実 施

入 浴 サ ー ビ ス の 実 施

寝 具 の 乾 燥 消 毒 等 の 実 施

シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 等 の 実

施
短 期 入 所 （ 医 療 機 関 等 ） ・

介 護 人 等 の 派 遣

家 族 介 護 者 等 へ の 支 援

家 族 介 護 慰 労 金 の 支 給

ホ ー ム ヘ ル パ ー 養 成 講 習 等

訪 問 歯 科 診 療 等

移 送 サ ー ビ ス

そ の 他 の 在 宅 福 祉 事 業

家 族 支 援

医 療 支 援

認 知 症 サ ポ ー タ ー 養 成 講 座

キ ャ ラ バ ン ・ メ イ ト 養 成 講

座
認 知 症 の 普 及 啓 発 ・ 情 報 発

信
人 材 育 成

地 域 の ネ ッ ト ワ ー ク 作 り

（ 一 部 再 掲 ）

認 知 症 早 期 発 見 ・ 早 期 診 断

の 取 組

徘 徊 対 策

若 年 性 認 知 症 施 策

そ の 他 の 認 知 症 支 援 事 業

か か り つ け 医 ・ 歯 科 医 の 定

着 促 進

老 人 性 白 内 障 特 殊 眼 鏡 等 の

助 成
は り ・ き ゅ う ・ マ ッ サ ー ジ

の 実 施

介 護 予 防 事 業 （ 地 域 支 援 事

業 ）

そ の 他 の 健 康 管 理 事 業 ・ 介

護 予 防 事 業
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1
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2
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(1
3
)
(1
4
)
(1
)

(2
)

(3
)

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

老 人 ク ラ ブ 運 営 費 の 助 成

老 人 ク ラ ブ 行 事 の 助 成

区 市 町 村 老 人 ク ラ ブ 連 合 会

の 助 成

老 人 ク ラ ブ の 育 成 指 導

シ ニ ア 教 室 ・ シ ニ ア 大 学 の

開 設
レ ク リ エ ー シ ョ ン ・ 文 化 祭

の 実 施

ス ポ ー ツ 事 業 等

デ イ サ ー ビ ス の 実 施

高 齢 者 の 手 引 き 等 の 配 布

老 人 週 間 行 事 （ 敬 老 行 事 ）

老 人 福 祉 セ ン タ ー の 運 営

老 人 い こ い の 家 の 運 営

団 塊 世 代 ・ 元 気 高 齢 者 等 の

社 会 参 加 支 援

そ の 他 の 生 き が い づ く り

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー へ の

助 成
就 労 の 場 の 提 供 （ 授 産 施

設 ）

そ の 他 の 就 労 支 援

研 修 ・ 講 習 会 ・ 講 演 会 等

調 査 ・ 研 究 等

総 合 相 談

福 祉 人 材 の 確 保 ・ 地 域 福 祉

活 動 の 推 進 等
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成
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１
　
敬

老
祝

金
品
・
見
舞
金
品

の
贈
呈

(1
)

(1
)

（
2
）

（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）

（
6
）

（
7
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（
8
）
（
9
）

（
2
）
（
3
）

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(６
)

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

敬 老 祝 金 品 ･ 見 舞 金 の 贈 呈

入 浴 券 の 支 給 ・ 公 衆 浴 場 開

放 等
公 共 料 金 の 助 成 等

高 齢 者 家 庭 へ の 訪 問 見 守 り

配 食 サ ー ビ ス の 見 守 り

乳 酸 菌 飲 料 等 の 配 達 に よ る

見 守 り

新 聞 ・ 郵 便 ・ 宅 配 ・ ご み 回

収 等 に よ る 見 守 り

④ 電 話 訪 問 ・ 相 談 の 実 施

救 急 キ ッ ト ・ 安 心 シ ー ト ・

連 絡 カ ー ド 等 に よ る 事 故 防

止 策 の 実 施

緊 急 通 報 シ ス テ ム 機 器 に よ

る 見 守 り

高 齢 者 見 守 り ネ ッ ト ワ ー ク

熱 中 症 予 防 を 通 じ た 見 守 り

（ 実 施 状 況 ）

① 使 用 料 （ 基 本 料 ・ 度 数

料 ） の 助 成

② 自 己 所 有 電 話 へ の 基 本

料 ・ 度 数 料 の 助 成

③ 特 殊 電 話 の 設 置

事 故 防 止 対 策 の 実 施

会 食 サ ー ビ ス の 実 施

住 宅 の バ リ ア フ リ ー 化

高 齢 者 世 帯 居 住 安 定 支 援 事

業
シ ル バ ー ピ ア の 推 進 事 業

住 宅 資 金 融 資 あ っ せ ん

住 宅 の 提 供 ・ あ っ せ ん 等

住 宅 相 談 ・ そ の 他

在 宅 福 祉 サ ー ビ ス へ の 支 援

財 産 保 全 サ ー ビ ス

高 齢 者 等 権 利 擁 護

高 齢 者 虐 待 防 止

交 通 災 害 掛 金 等

そ の 他 の 暮 ら し と 住 ま い の

施 策
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平 成 ２ ５ 年 度 の 実 施 事 業 数

6 7 事 業 に 対 す る 実 施 割 合

平 成 ２ 7 年 度 の 実 施 事 業 数
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○
○

○
○

○
○

○

4
三

鷹
4
9

7
3
.1

4
9

6
0
.5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

5
青

梅
4
5

6
7
.2

4
6

5
6
.8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

6
府

中
5
6

8
3
.6

5
8

7
1
.6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

7
昭

島
4
7

7
0
.1

4
8

5
9
.3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
調

布
5
9

8
8
.1

6
1

7
5
.3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

9
町

田
4
7

7
0
.1

4
9

6
0
.5

○
○

〇
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

1
0
小

金
井

5
4

8
0
.6

5
5

6
7
.9

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

1
1
小

平
4
2

6
2
.7

4
4

5
4
.3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

1
2
日

野
5
4

8
0
.6

5
6

6
9
.1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

1
3
東

村
山

3
7

5
5
.2

3
9

4
8
.1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

1
4
国

分
寺

4
8

7
1
.6

5
0

6
1
.7

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

1
5
国

立
4
8

7
1
.6

4
9

6
0
.5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

1
6
福

生
4
6

6
8
.7

4
8

5
9
.3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

1
7
狛

江
3
8

5
6
.7

3
9

4
8
.1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

1
8
東

大
和

4
5

6
7
.2

4
5

5
5
.6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

1
9
清

瀬
4
7

7
0
.1

4
9

6
0
.5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

2
0
東

久
留

米
4
0

5
9
.7

4
1

5
0
.6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

2
1
武

蔵
村

山
4
6

6
8
.7

4
7

5
8
.0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

2
2
多

摩
3
9

5
8
.2

4
0

4
9
.4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

2
3
稲

城
4
3

6
4
.2

4
5

5
5
.6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

2
4
羽

村
5
1

7
6
.1

5
2

6
4
.2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

2
5
あ

き
る

野
3
5

5
2
.2

3
6

4
4
.4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

2
6
西

東
京

5
6

8
3
.6

5
8

7
1
.6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

（
小

計
）

2
5

1
7

3
1
9

2
6

6
1
9

1
2

2
2

2
6

2
4

2
6

1
3

7
6

2
5

9
2
5

5
2
6

5
1
8

1
6

1
5

7
2
5

2
3

4
1
0

こ
れ
は
平

成
２
7
年

度
の
制

度
で
す

。
変

わ
っ
て
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都
内
各
自
治
体
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
施
策
単
独
事
業
一
覧
（
平
成
２
7
年
度
）

自
治
体
名

1
八

王
子

2
立

川

3
武

蔵
野

4
三

鷹

5
青

梅

6
府

中

7
昭

島

8
調

布

9
町

田

1
0
小

金
井

1
1
小

平

1
2
日

野

1
3
東

村
山

1
4
国

分
寺

1
5
国

立

1
6
福

生

1
7
狛

江

1
8
東

大
和

1
9
清

瀬

2
0
東

久
留

米

2
1
武

蔵
村

山

2
2
多

摩

2
3
稲

城

2
4
羽

村

2
5
あ

き
る

野

2
6
西

東
京

（
小

計
）

（
1
)

（
2
)
（
3
)
（
4
)
（
5
)
（
6
)
（
7
)
（
8
)
（
9
)
（
1
0
)（
1
1
)（
1
2
)（
1
3
)（
1
4
)（
1
5
)
(1
)
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
1
0
）（
1
1
）
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）

ね た き り 高 齢 者 ・ 入 院 高 齢

者 等 見 舞 金 品 の 贈 呈

高 齢 者 ホ ー ム ヘ ル プ ・ 家 事

援 助 事 業

日 常 生 活 用 具 ・ 福 祉 用 具 等

の 給 付 ・ 貸 与

お む つ 等 の 支 給

理 美 容 サ ー ビ ス の 実 施

入 浴 サ ー ビ ス の 実 施

寝 具 の 乾 燥 消 毒 等 の 実 施

シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 等 の 実

施
短 期 入 所 （ 医 療 機 関 等 ） ・

介 護 人 等 の 派 遣

家 族 介 護 者 等 へ の 支 援

家 族 介 護 慰 労 金 の 支 給

ホ ー ム ヘ ル パ ー 養 成 講 習 等

訪 問 歯 科 診 療 等

移 送 サ ー ビ ス

そ の 他 の 在 宅 福 祉 事 業

家 族 支 援

医 療 支 援

認 知 症 サ ポ ー タ ー 養 成 講 座

キ ャ ラ バ ン ・ メ イ ト 養 成 講

座
認 知 症 の 普 及 啓 発 ・ 情 報 発

信
人 材 育 成

地 域 の ネ ッ ト ワ ー ク 作 り

（ 一 部 再 掲 ）

認 知 症 早 期 発 見 ・ 早 期 診 断

の 取 組

徘 徊 対 策

若 年 性 認 知 症 施 策

そ の 他 の 認 知 症 支 援 事 業

か か り つ け 医 ・ 歯 科 医 の 定

着 促 進

老 人 性 白 内 障 特 殊 眼 鏡 等 の

助 成
は り ・ き ゅ う ・ マ ッ サ ー ジ

の 実 施

介 護 予 防 事 業 （ 地 域 支 援 事

業 ）

そ の 他 の 健 康 管 理 事 業 ・ 介

護 予 防 事 業

１
　
ね

た
き
り
高

齢
者

等
の

支
援

介
護
及
び
保
健
・
医
療
の
施
策

３
　
健

康
管

理
・
介

護
予

防
の
た
め
の
事
業

２
　
認

知
症

支
援

事
業

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

2
2
1

2
4

2
6

2
1

4
1
7

2
3

3
1
8

1
8

3
8

1
9

1
2

2
3

1
7

2
6

1
4

2
6

1
0

1
7

1
4

2
6

2
5

1
0

1
5

9
2
6

1
3

こ
れ
は
平

成
２
7
年

度
の
制
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都
内
各
自
治
体
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
施
策
単
独
事
業
一
覧
（
平
成
２
7
年
度
）

自
治
体
名

1
八

王
子

2
立

川

3
武

蔵
野

4
三

鷹

5
青

梅

6
府

中

7
昭

島

8
調

布

9
町

田

1
0
小

金
井

1
1
小

平

1
2
日

野

1
3
東

村
山

1
4
国

分
寺

1
5
国

立

1
6
福

生

1
7
狛

江

1
8
東

大
和

1
9
清

瀬

2
0
東

久
留

米

2
1
武

蔵
村

山

2
2
多

摩

2
3
稲

城

2
4
羽

村

2
5
あ

き
る

野

2
6
西

東
京

（
小

計
）

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)
(1
0
)
(1
1
)
(1
2
)
(1
3
)
(1
4
)
(1
)

(2
)

(3
)

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

老 人 ク ラ ブ 運 営 費 の 助 成

老 人 ク ラ ブ 行 事 の 助 成

区 市 町 村 老 人 ク ラ ブ 連 合 会

の 助 成

老 人 ク ラ ブ の 育 成 指 導

シ ニ ア 教 室 ・ シ ニ ア 大 学 の

開 設
レ ク リ エ ー シ ョ ン ・ 文 化 祭

の 実 施

ス ポ ー ツ 事 業 等

デ イ サ ー ビ ス の 実 施

高 齢 者 の 手 引 き 等 の 配 布

老 人 週 間 行 事 （ 敬 老 行 事 ）

老 人 福 祉 セ ン タ ー の 運 営

老 人 い こ い の 家 の 運 営

団 塊 世 代 ・ 元 気 高 齢 者 等 の

社 会 参 加 支 援

そ の 他 の 生 き が い づ く り

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー へ の

助 成
就 労 の 場 の 提 供 （ 授 産 施

設 ）

そ の 他 の 就 労 支 援

研 修 ・ 講 習 会 ・ 講 演 会 等

調 査 ・ 研 究 等

総 合 相 談

福 祉 人 材 の 確 保 ・ 地 域 福 祉

活 動 の 推 進 等

社
会

参
加
の
施
策

そ
の
他
の
施
策

１
　
生

き
が

い
づ
く
り

２
　
就

労
支

援

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○
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都
内
各
自
治
体
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
施
策
単
独
事
業
一
覧
（
平
成
２
7
年
度
）

１
　
敬

老
祝

金
品
・
見
舞
金
品

の
贈
呈

(1
)

(1
)

（
2
）

（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）

（
6
）

（
7
）
（
8
）
（
9
）

（
2
）
（
3
）

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(６
)

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

敬 老 祝 金 品 ･ 見 舞 金 の 贈 呈

入 浴 券 の 支 給 ・ 公 衆 浴 場 開

放 等
公 共 料 金 の 助 成 等

高 齢 者 家 庭 へ の 訪 問 見 守 り

配 食 サ ー ビ ス の 見 守 り

乳 酸 菌 飲 料 等 の 配 達 に よ る

見 守 り

新 聞 ・ 郵 便 ・ 宅 配 ・ ご み 回

収 等 に よ る 見 守 り

④ 電 話 訪 問 ・ 相 談 の 実 施

救 急 キ ッ ト ・ 安 心 シ ー ト ・

連 絡 カ ー ド 等 に よ る 事 故 防

止 策 の 実 施

緊 急 通 報 シ ス テ ム 機 器 に よ

る 見 守 り

高 齢 者 見 守 り ネ ッ ト ワ ー ク

熱 中 症 予 防 を 通 じ た 見 守 り

（ 実 施 状 況 ）

① 使 用 料 （ 基 本 料 ・ 度 数

料 ） の 助 成

② 自 己 所 有 電 話 へ の 基 本

料 ・ 度 数 料 の 助 成

③ 特 殊 電 話 の 設 置

事 故 防 止 対 策 の 実 施

会 食 サ ー ビ ス の 実 施

住 宅 の バ リ ア フ リ ー 化

高 齢 者 世 帯 居 住 安 定 支 援 事

業
シ ル バ ー ピ ア の 推 進 事 業

住 宅 資 金 融 資 あ っ せ ん

住 宅 の 提 供 ・ あ っ せ ん 等

住 宅 相 談 ・ そ の 他

在 宅 福 祉 サ ー ビ ス へ の 支 援

財 産 保 全 サ ー ビ ス

高 齢 者 等 権 利 擁 護

高 齢 者 虐 待 防 止

交 通 災 害 掛 金 等

そ の 他 の 暮 ら し と 住 ま い の

施 策

自
治
体
名

２
　
日

常
生
活
の
諸

サ
ー
ビ
ス

５
　
住

宅
対

策
６
　
そ
の

他
の

施
策

暮
ら
し
と
住

ま
い
の

施
策

３
　
高

齢
者

見
守

り
施

策
４
　
孤

独
の

解
消

・
安

全
対
策

平 成 ２ ５ 年 度 の 実 施 事 業 数

6 7 事 業 に 対 す る 実 施 割 合

平 成 ２ 7 年 度 の 実 施 事 業 数

8 1 事 業 に 対 す る 実 施 割 合

(1
)福

祉
電

話
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穂
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自
治
体
名

1
瑞

穂

2
日
の
出

3
檜

原

4
奥
多
摩

5
大

島

6
利

島

7
新

島

8
神
津
島

9
三

宅

1
0
御

蔵
島

1
1
八

丈

1
2
青

ヶ
島

1
3
小

笠
原

（
小
計
）

総
合
計

（
1
)

（
2
)
（
3
)
（
4
)
（
5
)
（
6
)
（
7
)
（
8
)
（
9
)
（
1
0
)（
1
1
)（
1
2
)（
1
3
)（
1
4
)（
1
5
)
(1
)
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
1
0
）（
1
1
）
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）

ね た き り 高 齢 者 ・ 入 院 高 齢

者 等 見 舞 金 品 の 贈 呈

高 齢 者 ホ ー ム ヘ ル プ ・ 家 事

援 助 事 業

日 常 生 活 用 具 ・ 福 祉 用 具 等

の 給 付 ・ 貸 与

お む つ 等 の 支 給

理 美 容 サ ー ビ ス の 実 施

入 浴 サ ー ビ ス の 実 施

寝 具 の 乾 燥 消 毒 等 の 実 施

シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 等 の 実

施
短 期 入 所 （ 医 療 機 関 等 ） ・

介 護 人 等 の 派 遣

家 族 介 護 者 等 へ の 支 援

家 族 介 護 慰 労 金 の 支 給

ホ ー ム ヘ ル パ ー 養 成 講 習 等

訪 問 歯 科 診 療 等

移 送 サ ー ビ ス

そ の 他 の 在 宅 福 祉 事 業

家 族 支 援

医 療 支 援

認 知 症 サ ポ ー タ ー 養 成 講 座

キ ャ ラ バ ン ・ メ イ ト 養 成 講

座
認 知 症 の 普 及 啓 発 ・ 情 報 発

信
人 材 育 成

地 域 の ネ ッ ト ワ ー ク 作 り

（ 一 部 再 掲 ）

認 知 症 早 期 発 見 ・ 早 期 診 断

の 取 組

徘 徊 対 策

若 年 性 認 知 症 施 策

そ の 他 の 認 知 症 支 援 事 業

か か り つ け 医 ・ 歯 科 医 の 定

着 促 進

老 人 性 白 内 障 特 殊 眼 鏡 等 の

助 成
は り ・ き ゅ う ・ マ ッ サ ー ジ

の 実 施

介 護 予 防 事 業 （ 地 域 支 援 事

業 ）

そ の 他 の 健 康 管 理 事 業 ・ 介

護 予 防 事 業

１
　
ね

た
き
り
高

齢
者

等
の

支
援

介
護
及
び
保
健
・
医
療
の
施
策

３
　
健

康
管

理
・
介

護
予

防
の
た
め
の
事
業

２
　
認

知
症

支
援

事
業
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○
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○
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○
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自
治
体
名

1
瑞

穂

2
日
の
出

3
檜

原

4
奥
多
摩

5
大

島

6
利

島

7
新

島

8
神
津
島

9
三

宅

1
0
御

蔵
島

1
1
八

丈

1
2
青

ヶ
島

1
3
小

笠
原

（
小
計
）

総
合
計

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)
(1
0
)
(1
1
)
(1
2
)
(1
3
)
(1
4
)
(1
)

(2
)

(3
)

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

老 人 ク ラ ブ 運 営 費 の 助 成

老 人 ク ラ ブ 行 事 の 助 成

区 市 町 村 老 人 ク ラ ブ 連 合 会

の 助 成

老 人 ク ラ ブ の 育 成 指 導

シ ニ ア 教 室 ・ シ ニ ア 大 学 の

開 設
レ ク リ エ ー シ ョ ン ・ 文 化 祭

の 実 施

ス ポ ー ツ 事 業 等

デ イ サ ー ビ ス の 実 施

高 齢 者 の 手 引 き 等 の 配 布

老 人 週 間 行 事 （ 敬 老 行 事 ）

老 人 福 祉 セ ン タ ー の 運 営

老 人 い こ い の 家 の 運 営

団 塊 世 代 ・ 元 気 高 齢 者 等 の

社 会 参 加 支 援

そ の 他 の 生 き が い づ く り

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー へ の

助 成
就 労 の 場 の 提 供 （ 授 産 施

設 ）

そ の 他 の 就 労 支 援

研 修 ・ 講 習 会 ・ 講 演 会 等

調 査 ・ 研 究 等

総 合 相 談

福 祉 人 材 の 確 保 ・ 地 域 福 祉

活 動 の 推 進 等

社
会

参
加
の
施
策

そ
の
他
の
施
策
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